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母子の健康改善のための母子保健情報利活用に関する研究 

 
研究代表者 山縣 然太朗（山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座 教授） 

 

1．研究目的 

本研究の目的は、「健やか親子２１（第２次）」の課題である母子保健領域における格差の是正

および母子保健情報の利活用の推進のために、乳幼児健康診査（以下、健診）を中心とした市町

村事業のデータの利活用システムの構築と母子保健情報利活用のガイドラインを作成すること

である。 

2．研究内容 

1） 母子保健情報利活用の推進のための環境整備に関する研究 

・ 乳幼児健診情報の入力システムの構築 

・ 「取り組みのデータベース」および「母子保健・医療情報データベース」の構築・運営 

2） 特定妊婦への支援に関する医療機関と行政機関との連携に関する研究 

3） 母子保健領域に関する研究およびシステマティック・レビュー 

 

3．研究概要 

1）母子保健情報利活用の推進のための環境整備に関する研究 

（1）母子保健情報利活用の推進のための環境整備に関する経過報告 

「健やか親子２１（第２次）」の課題である母子保健領域における格差の是正および母子保健

情報の利活用の推進のため、今年度から新たに始まった「母子保健改善のための母子保健情報

利活用に関する研究」班（以下、本研究班）では、乳幼児健診を中心とした自治体の事業デー

タをより簡便に利活用できるシステム、および母子保健関係機関が連携して母子を支援するこ

とができる体制の構築を目指すことを目的とした。本稿では、母子保健情報利活用の推進のた

めの環境整備について、本研究班による検討会議および研修会の実施に関する経過を報告する。 

今年度から本研究班は新体制となり、第 1回の班会議では、「出生届出時から乳幼児健診の情

報の入力システムの構築とモデル事業」「母子保健情報利活用のためのガイドラインの作成」「母

子保健領域における予防、健康増進の視点からのデータベースの構築とシステマティック・ビ

ュー」「『健やか親子２１（第２次）』に係る自治体等の取り組みのデータベースの構築・運営」

の 4つの計画を示し、本研究班の方向性を示した。 

「出生届出時から乳幼児健診の情報の入力システムの構築とモデル事業」としては、福岡県

での特定妊婦の実態調査や産科医療機関と地域との情報共有体制の整備のためのモデル調査

の実施に向けた準備を進めた。来年度はモデル地区での調査実施を予定しており、その結果が

今後の産科医療機関と行政間の情報共有の一助となることを期待する。また、母子保健に関す

るシステマティック・レビューや健康格差に関する検討から、母子保健情報利活用のためのガ



 

- 3 - 
 

イドライン作成に向け、基盤が整いつつある。来年度以降、さらに研究を進め、ガイドライン

作成を進めていく。また、母子保健情報利活用のための研修プログラムの作成も進んでおり、

母子保健情報利活用の環境基盤の構築が促進できた。 

 

（2）母子保健情報の収集と利活用に向けた「乳幼児健診情報システム」の改修に関する報告 

平成 25 年度に実施された「健やか親子２１」の最終評価等に関する検討会において、母子保

健事業母子保健情報の利活用が不十分とし、「問診内容等情報の地方公共団体間の比較が困難な

こと」、「情報の分析・活用ができていない地方公共団体があること」、「関連機関の間での情報

共有が不十分なこと」という現状課題が挙げられた。今後、地方公共団体における保健情報の

分析・活用や問診内容等情報の地方公共団体間の比較などの促進による母子保健情報の収集と

利活用を多くの市区町村・保健所に広く普及させていくことが重要な課題である。 

これらの課題を受け本研究班では、各市区町村が容易に乳幼児健康診査（以下、乳幼児健診）

データを集積でき、それらのデータの集計および分析を行い、その結果を日々の事業に役立て

る一助となるツールとして、平成 27 年度に「乳幼児健診情報システム」を開発した。また、都

道府県版も作成した。都道府県版では、管内市区町村のデータ収集および集計、グラフ作成等

を容易に行えるシステムとした。そして今年度は、そのシステムの改修を行ったので報告する。 

改修点は、推奨問診項目の回答選択肢の変更および、中間・最終評価の各前年度に調査する

必要がある 4 項目の追加、推奨問診項目および追加 4項目の結果グラフ作成機能、各項目の年

度推移を示した表とグラフの作成機能、都道府県版における「市区町村別集計表」で作成され

るグラフに推奨問診項目と前述の 4項目の作成機能の追加を行った。 

 

 （3）「取り組みのデータベース」および「母子保健・医療情報データベース」の展開 

本研究班では、「健やか親子２１」が開始された平成 13年より、「健やか親子２１」の推進を

目指し、母子保健サービス実施の情報収集と共有体制の整備のため、公式ホームページを構築

し、運営してきた。公式ホームページでは、母子保健に関連する様々な分野からの情報を収集

し掲載してきた。また、「取り組みのデータベース」は、全国の団体や自治体から「健やか親子

２１」に関連する多くの母子保健事業が登録され、各自治体で事業計画を立案する際には、登

録されている事業を検索でき参考にすることができるツールとして活用されてきた。そして、

「母子保健・医療情報データベース」は、専門職における利用度の高いツールとして好評を得

てきた。 

「健やか親子２１（第２次）」の開始に伴い、本研究班では平成 27 年 4 月 1日から新たに「健

やか親子２１（第２次）」ホームページの運用を開始した。ホームページは平成 27 年 11 月 1

日から「平成 27 年度「健やか親子２１（第２次）」普及啓発業務」受託者（株式会社小学館集

英社プロダクション）（以下、株式会社小学館集英社プロダクション）に移行されたが、「取り

組みのデータベース」および「母子保健・医療情報データベース」に関しては、引き続き本研

究班が運営を行っている。 

平成 29 年 3 月 15 日現在の「取り組みのデータベース」への登録団体は、841 団体であり、
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事業の登録件数は、3,212 件であった。最も登録が多かった課題は、基盤課題Ａ（切れ目ない

妊産婦・乳幼児への保健対策）であった。「母子保健・医療情報データベース」は、第１次か

ら引き続き、一定のアクセス数を得ており、母子保健関係者への重要な情報提供のツールとな

っていると考えられる。 

 

（4）第 75 回日本公衆衛生学会学術総会 自由集会 ～知ろう・語ろう・取り組もう～ 

一歩先行く 健やか親子２１（第２次） 第 2回報告 

本研究班では、毎年秋に開催される日本公衆衛生学会学術総会の際に、「健やか親子２１」に

関する自由集会を平成 13 年より毎年開催してきた。平成 27 度 4 月より新たに「健やか親子２

１（第２次）」が開始されたことに伴い、自由集会でも新たに「～知ろう・語ろう・取り組もう

～一歩先行く 健やか親子２１（第２次）」と題し、第２次の取組について知り、語り合う機会

とすべく当集会を企画し、今年度はその 2回目であった。 

  今回は、今年度の夏に実施された平成 28 年度母子保健指導者養成研修等事業（厚生労働省主

催、一般社団法人日本家族計画協会事務局）「平成 28 年度『健やか親子２１（第２次）』と母子

保健計画の策定と評価、母子保健情報の利活用についての研修」（以下、平成 28 年度研修会）

のダイジェスト版として、費用をかけずに母子保健計画を策定する方法や、研修会でご講演い

ただいた実際に母子保健計画を作成した自治体の作成方法等を紹介した。 

なお、今回の参加者は 30名であり、参加者は熱心に話を聞き、活発に質問や意見が交わされ

ていた。今回の自由集会の内容が、各自治体の今後の母子保健計画策定や、母子保健事業推進

の一助となることを期待する。 

 

（5）母子保健情報利活用における自治体のローカル・キャパシティ分析と地域の実情に合わ

せた研修開発に関する研究 

【目的】「健やか親子２１（第２次）」の推進事業のために、自治体の基礎情報をもとにデータ

ベースの電子化等に関する課題や、基礎自治体の人口基盤などを類型化し、今後の市

町村事業のデータの利活用システム構築と、現在本研究班で検討している母子保健情

報利活用に関するガイドライン作成においてきめ細やかな支援を可能にするための基

礎資料とする。 

【方法】本研究班では、「健やか親子２１」の推進のため、これまでに妊娠・出産・子育てにか

かわる情報の利活用に関する研究を行ってきた。本研究班では「健やか親子２１」の

2 回の中間評価と最終評価の調査を行い、それらのデータから様々な結果を示唆して

きた。これに人口動態統計調査、生活健康基礎調査等、自治体の規模や出生数などの

データを突合したデータ分析によって優先すべき課題、対象の選択や事業の評価・見

直しを行い、PDCA サイクルを展開して母子保健事業の情報利活用に資する研修を開発

し効果的に実施して行くことが可能である。自治体から寄せられた 2013 年度の回答デ

ータセットと同年度の自治体の基礎情報を突合し、母子保健情報の電子化における現

状と課題、それらと自治体のキャパシティとの関連を分析した。 
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【結果】全自治体の人口規模と出生数等の基礎情報を突合したところ、平成 22 年以降、「健や

か親子２１」を推進するための新たな連携の枠組みを構築した（回答があったものの

み）自治体はすべて人口 10 万人以上の都市であった。また、母子保健統計情報を冊子

や電子媒体（ホームページなど）にまとめている自治体を抽出し、人口規模や出生数

を分析したところ、67自治体はすべて人口 10 万人以上の都市であった。 

【結論】今回、地域の健康課題を明らかにしたうえで人材育成事業の立案と展開を行い、研修

を効果的に実施して行くことができるような自治体の類型化と、カテゴリー別のアプ

ローチについて考察を行った。本研究では、どの自治体においても利活用できるよう

な「健やか親子２１」のデータ活用の方法を追求した。自治体規模に応じてインフラ

整備に地域格差があることが明らかになったため、今後は、自治体の持つ資源やイン

フラ等、ローカル・キャパシティを考慮した研修開発が必要である。次年度は、現在

本研究班で検討しているガイドライン等にまとめて公開し、これを利用することによ

り、地方自治体において、健診・医療等のデータを活用した「健やか親子２１（第２

次）」の推進事業が進むものと期待される。 

 

2）特定妊婦への支援に関する医療機関と行政機関との連携に関する研究 

（1）要支援妊婦の抽出を目的とした医療機関における「問診票を用いた情報の把握」および

行政機関との連携方法の開発 

ハイリスク母児（要支援家庭：社会的・精神的な支援が必要な妊婦や家庭）への早期介入を

目的とした妊娠中からの支援方法について検討してきたこれまでの研究結果から、「ハイリスク

母児を抽出し、妊娠中からの支援を行うためには、行政機関での母子健康手帳交付時の質問紙

調査や面談だけでは不十分で、医療機関や行政機関双方が母の不安について聞き取り、連携支

援することが重要である」と考えられた。そして、以下のような具体的連携方法を提案した。 

・ 医療機関・行政機関双方で、妊婦への初回コンタクトの際にスクリーニングを行う。 

・ その後、妊婦との定期的なコンタクトがある医療機関が、妊婦健康診査の際に、初期・中

期・後期・分娩直後・産後 2 週間健診・産後 1 か月健診のタイミングで助産師や看護師と

の面談・保健指導を実施し、その都度必要な症例を行政に連絡し、お互いの情報をフィー

ドバックする。 

・ 支援対象の決定は、行政機関・医療機関において、それぞれ一定のチェックリストを使用

し、スコア化およびカンファレンスで検討したうえで対象を絞り込む。  

・ 連絡の手段としては、妊娠妊婦健康診査受診券を活用し、緊急度の高いものは、電話など

を利用する。また、合同カンファレンスの開催を検討する。 

・ 行政機関あるいは医療機関への情報提供については、基本的には本人の同意を得る。同意

の得られない対象については、要保護児童対策協議会（要対協）の枠組みを利用し、「一旦

要対協に挙げて医療機関・行政機関で情報共有し検討した後、支援の必要性を検討する」

という方法もある。 

・ 「看護師・保健師・助産師によってハイリスク母児の抽出が可能になる」ような教育プロ
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グラムを構築し、保健指導の充実に繋げる。 

関連学会で開催されたシンポジウム「ハイリスク母児への早期介入を目的とした妊娠時から

の支援」では、要支援妊婦を含むハイリスク母児への早期支援にあたって、行政と関係機関と

の有機的な連携を推し進めていくことが必須で、その際には異職種間での共通言語による情報

共有が確実にできるコーディネーターが必要であること、そして、助産師の能力の差による格

差のない「意思決定や状況判断を伴う」指導スキルの向上が重要であることが指摘された。 

今年度から始まった新たな研究班では、医療機関においてハイリスク母児を有効に抽出する

ツールの構築および妊娠中から行政機関との連携をスムーズにするツールを開発した。倫理審

査を済ませたあと、次年度以降にいくつかのモデル地域で、実践し有用性を検討する予定であ

る。開発したツールを、全国に展開することで、妊娠期から支援の必要な妊婦を有効に抽出し、

妊娠中から行政機関と共同して支援に当たることで、特に 0 歳、0 か月の子供虐待、産褥期の

母親の自殺や心中を減らすことができることが期待される。 

 

（2）特定妊婦の実態調査とその出生児の転帰に関する研究 

健やか親子２１（第２次）の基盤課題および重点課題である「切れ目ない妊産婦・乳幼児へ

の保健対策」と「妊娠期からの児童虐待防止対策」を推進するために、特定妊婦の実態調査を

おこない母子保健情報を有効に活用することを検討した。特定妊婦と虐待の因果関係が強く示

唆されているがその科学的根拠は実証されていないばかりか、特定妊婦の実態調査の報告も少

ない。医療人口 15 万人を対象とした 1医療機関で 2013 年 1月から 2015 年 3 月までの 2年間

に延べ 1,355 件の出産があり、特定妊婦の発生数、特定妊婦の要件と状況、特定妊婦から出生

した児への介入の有無について調査した。また、社会的養護になる児童の中に特定妊婦からの

出生児童が多いと推測し、別の対象群で医療的支援が施行された症例における特定妊婦の頻度

と要件を解析した。特定妊婦の頻度は 1,355 件のうち 265 件（20％）であった。特定妊婦の平

均年齢は 28.0 歳であった。特定妊婦の要件（重複あり）は経済的問題が 126 例、心身の不調

が 68例、若年妊娠が 53例、多胎妊娠が 42例、妊娠葛藤の吐露が 38例、妊娠後期に妊婦健康

診査（以下、妊婦健診）を初回受診した症例や妊婦健診未受診が合わせて 25 例であった。出

生児の状況では、平均在胎週数は 37 週 6 日、平均出生体重は 2,621g であった。NICU 入院症

例は 109 例で総出産における入院割合は 41％であった。虐待防止委員会介入症例が 28 例、児

童相談所介入症例が 21 例、乳児院入所例が 5 例、退院後の虐待の関与が疑われる不審死を 2

例認めた。一方、別対象群で社会的養護として上記医療機関に入院となった児童は 13 例でう

ち 11 例において特任妊婦の要件を満たしていた。母子保健情報を後の子育て支援に有益に活

用することが期待される。そのために、特定妊婦要件のどの項目が、またはいくつの項目を満

たすと、優先的な支援が必要と推測されるのか関連を今後、導き出していく必要がある。 

 

（3）母子保健情報システムの構築と地域モデル研究 

母子保健情報を医療機関と行政（市町村）において共有することは、妊産婦や児を包括的にケア

するために極めて重要である。今回、行政の協力のもとに、宮城県内産科医療機関を対象とした母
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子保健との連携状況調査、宮城県内市町村（35 市町村）を対象とした医療機関との連携調査を

実施した。 

その結果、医療機関の種別において、行政（保健師）と連携体制に大きな相違を認めた。す

なわち、分娩取り扱い施設では、連携体制を構築している医療機関が多いが、妊婦検診のみの

診療所等では、連携が不十分であることが浮き彫りとなった。今後、市町村側の調査結果と合

わせて、共有フローのモデル事業を実施し、地域における共有体制を実装することが求められ

る。 

 

（4）日本における産後ケアの実施状況に関する研究 

「産後 1か月の助産師・保健師からの指導・ケアを十分に受けることができたか」は、「健や

か親子２１（第２次）」においてその割合の増加を目指すことが示されている。出産施設退院後、

乳児健康診査を受診するまでの数ヶ月間、特に育児不安の高まる産後 1 か月の間は、現在行わ

れている新生児訪問や今後支援体制の整備が期待される産後ケア事業などを中心に、より支援

の重点化が望まれている。しかし、産後ケアとしてどのようなケアが実施されれば良いのか、

またその効果はあるのか、ケア提供の時期や費用など、産後ケアを推進していくための根拠は

まだ十分明らかにされてはいない。また、産後 1 か月までに母親たちが十分に指導やケアを受

けたと実感するのはどのようなケアなのか、出産施設と産後ケア提供施設の連携はどのように

なされていく必要があるのか、妊娠中からの情報をどのように産後に活用していくのかなど、

連携の課題も十分明らかになっていない。 

そこで、本研究では、まず現在までに実施されている産後ケアの調査や研究報告を整理し、

日本における産後ケアの実施状況と産後ケアの今後の課題を明確化することとした。そのうえ

で、今後の調査フィールドの確保を目指し、調査準備として、近年新たに誕生した産後ケア施

設に対し、実施状況のヒアリングを行った。 

文献から、日本には、全ての褥婦・母親に標準化された方法で行われている身体的・精神的

ケアはなく、産後ケアとして定義づけはなされていないものの、実態調査等から、母親の身体

的ケアと授乳の支援を中心に、心理社会的な支援、家族間調整など幅広い支援が実施され、利

用者は休養や受容される体験によって元気になっていくといった流れがあることは考えられ

た。 

ヒアリングから、産後ケア提供者である助産師は、利用者からの肯定的な評価を得ており、

産後ケア施設が母親たちの安心感につながっているという手ごたえを感じていることが明らか

になった。また、産後ケア事業の実施により、他職種連携や医療と保健の連携のきっかけにな

ることが示唆された。 

しかし、産後ケア事業の展開はまだ少ないため、今後も引き続き、産後ケアの取り組みによ

る効果については検証していく必要があると考えられる。 

 

（5）乳幼児健康診査事業の評価指標データの利活用に関する研究 

母子保健情報の利活用において、乳幼児健康診査（以下、健診）事業で得られるデータの活
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用は重要な課題である。今回、標準的な乳幼児健診モデルを検討している研究班から示された

疾病スクリーニングの精度管理指標である「フォローアップ率」、「発見率」および「陽性的中

率」の利活用について検討した。対象は、愛知県保健所管内 48 市町村と 3中核市の平成 27 年

度の 3～4 か月児健診受診者のうち、「股関節開排制限」の項目で「所見あり」と判定されたケ

ースで、平成 28 年 10 月までに健診後のフォローアップとして市町村が把握した情報を集積し

た。 

対象 51 市町村の 3～4か月児健診を受診した 40,583 人中「所見あり」と報告されたのは 856

人（2.1％）であり、このうち医療機関紹介となった 722 例をフォローアップ対象例として分析

した。フォローアップ率は全体で 95.8％と評価に耐えうるデータであった。 

  発見率と陽性的中率の分析においては、フォローアップ対象者数が多く、正確な診断名が把

握された症例数が多いと判断した自治体のデータと乳児股関節脱臼や臼蓋形成不全の疫学的な

罹患頻度を参考として、標準的な発見率と陽性的中率を推定した。その値との比較から各市町

村の状況を分析する考え方を提示することができた。指標の一般化にあたっては、「異常あり者」

をどのように定義するのか等の課題が明確となった。今後、モデル地域における追加のデータ

集積や他の健康課題に対する分析を踏まえ、利活用の有用性について検討する必要がある。 

 

（6）すべての子どもを対象とした要支援情報の把握と一元化に関する研究 

【 目 的 】特定妊婦に対する支援の度合い（支援度）を客観的に評価するための仕組み

の構築を目的とした。 

【研究デザイン】横断研究 

【セッティング】嘉麻市。福岡県のほぼ中央部に位置する人口 40,553 人の市。高齢化は 35.7％。

生活保護率が 67.4‰。出生数は年間約 240 人。 

【 対 象 児 童 】 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28年 3月 31 日に嘉麻市に妊娠届が出され、かつ出

生児の住民登録があった子どもを適応基準とした。除外基準として、妊娠届よ

り後の転入、出生届より前の転出、中絶、流産、死産をあげた。 

【 観 察 項 目 】 妊娠届に記入してもらった項目から特定妊婦項目を抽出。これらの項目につ

いて、支援が必要と考えられる度合いに応じたポイントを設定した。ポイント

は保健師が経験をもとに嘉麻市の現状に合うよう、2点、3点、4点、5点、10

点を割り振り、ポイントの合計点に応じて、支援度判定を行った。 

【 結 果 】対象児童は 224 人。支援度判定は「支援の必要なし：区分 1」が 60 人（26.8％）、

「保健指導・情報提供で自ら行動できる：区分 2」が 62人（27.6％）、「保健

師による継続支援が必要：区分 3」が 49 人（21.9％）、「関係機関連携による

支援が必要：区分 4」が 53 人（23.7％）、「要保護：区分 5」は 0人であった。

研究の限界として、ポイントの重みの問題がある。ポイントの合計が実際の

家族の動きや保健師の支援内容を反映しているのか、検討しなければならな

い。今後、実際の判定区分を従属変数、特定妊婦項目を独立変数として重回

帰分析を行い、ポイントの重みを検討する。 
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【 結 論 】妊娠届から得られる特定妊婦項目を用いて、全てのケースの支援度判定区 

分を分類することが可能であった。 

 

（7）市町村における母子保健対策の取組状況に関する研究（都道府県別の観察） 

【目的】都道府県や県型保健所が市町村の母子保健対策の取組状況を知ることは、市町村が有

する課題の把握につながると考えられることから、本研究では母子保健対策に関する

市町村の取組状況について都道府県別の観察を行った。 

【方法】平成 25 年に実施された『「健やか親子２１」の推進状況に関する実態調査』のうち、

政令市および特別区を除く市町村（以下、市町村）を対象とした調査票に設定されて

いる 27 項目の母子保健対策の取組状況を分析した。これらの項目に関して、平成 22

年以降の取組の充実について市町村が回答した 5 つの選択肢（充実、ある程度充実、

不変、縮小した、未実施）に未回答を加えた 6 区分の頻度を都道府県別に観察した。

取組状況の選択肢のうち「充実」と「ある程度充実」を合わせた回答を本研究での「充

実」と定義した。さらに、都道府県に対しても市町村と同様の調査が実施されていた

ため、市町村の取組状況と都道府県の取組状況との関連を検討した。 

【結果】27 項目の母子保健対策のうち、「予防接種率の向上対策」、「発達障害に関する対策」、

「乳幼児期のむし歯対策」、「食育の推進」、「児童虐待の発生予防対策」、および「産後

うつ対策」は全国 1,645 市町村の 50％以上が取組を充実させていた。各都道府県の管

内市町村で取組を充実させた頻度の分布を観察すると、多くの項目で都道府県によっ

て充実頻度の幅が大きかった。「発達障害に関する対策」、「産後うつ対策」、「妊娠中の

喫煙防止対策」、「母乳育児の推進」、「思春期の心の健康対策」、「十代の人工妊娠中絶

防止対策」は取組を充実させた都道府県において、取組を充実させた管内市町村の頻

度が有意に高かった。 

【結論】管内の市町村がどのような母子保健対策を充実させたかについては都道府県によって

差異があった。また、母子保健対策の項目によっては市町村の取組の充実と都道府県

の取組の充実が関連していたことから、都道府県が取組を充実させることで市町村の

取組状況に影響を与える可能性が示唆された。 

 

3）母子保健領域に関する研究およびシステマティック・レビュー 

（1）社会環境と子ども健康についての研究：受動喫煙防止対策における両親を取り巻く社会

規範や環境の影響について 

子どもの受動喫煙防止には両親への禁煙指導だけでなく子どもを取り巻く環境全体への働き

かけが必要と考えられる。これに資するエビデンスとして、分担研究者らが関与した、関連す

る研究を紹介する。親の教育年数と自宅内喫煙との関係を喫煙に関する規範が媒介するかを検

証した。6 歳以下の自身の子どもと同居中の喫煙者を対象としたインターネット調査により、

教育年数・自宅内喫煙の有無・2つの喫煙規範（「周囲の予測喫煙率」と「周囲の喫煙容認度」）・

2 つの環境要因（同居家族の喫煙、職場における受動喫煙防止対策）を評価した。教育年数と
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自宅内喫煙との関係を「周囲の予測喫煙率」と「周囲の喫煙容認度」がそれぞれ父親は 28.5％、

9.8％、母親は 37.6％、26.6％媒介していた。さらに父親においてのみ、同居家族の喫煙およ

び職場における受動喫煙防止対策が教育年数と予測喫煙率および喫煙容認度との関係を媒介

し、影響を与えていた。職場における受動喫煙対策の支援などによって喫煙規範を変化させる

ことが、自宅内喫煙率の低下ひいては乳幼児の受動喫煙格差の縮小に寄与する可能性が示唆さ

れた。 

 

（2）小児保健・医療領域における積極的予防に関する系統的レビュー 

本研究は小児の疾病構造の変化という背景の下で、子どもの成長・発達に関わる包括的なア

プローチの必要性に着目し、学童期における行動変容を促す介入の有効性に関するエビデンス

を包括的に検討した。コクランレビュー及びキャンベルレビューにおいて、学校で行われた介

入と学校以外の場所で行われた介入に関する系統的レビューを網羅的検索し、それぞれオーバ

ービューレビューを行った。その結果、たばこ、薬物、傷害、身体活動、歯と口の健康、避妊、

暴力に対する学校で行われた介入、たばこ、飲酒、薬物、非行、避妊、事故、環境に対する学

校以外の場所で行われた介入に関する論文を用いて、それぞれの有効性を検証した。オーバー

ビューレビューに入れた論文の質とエビデンスの質は様々であるが、オーバービューレビュー

の結果から、実施期間が長いほど効果が良く、学校と地域の連携が介入効果の達成に役立つこ

とがわかった。本研究は、子どもの健康と発達の包括的支援に向ける多職種の連携に示唆が大

きい。 

 

4．結論 

1）母子保健情報利活用の推進のための環境整備に関する研究 

 今年度から、本研究班は新体制となり、「出生届出時から乳幼児健診の情報の入力システム

の構築とモデル事業」「母子保健情報利活用のためのガイドラインの作成」「母子保健領域にお

ける予防、健康増進の視点からのデータベースの構築とシステマティック・ビュー」「『健やか

親子２１（第２次）』に係る自治体等の取り組みのデータベースの構築・運営」の 4つの計画

を達成するべく、第 1回の班会議では研究分担者および研究協力者全員で本研究班の方向性を

確認した。情報の利活用の更なる促進を図るため、昨年度に開発した「乳幼児健診情報システ

ム」の改修を行い、データの可視化や手軽さに力を入れた。「乳幼児健診情報システム」が国

への報告という活用方法だけでなく、日常の母子保健業務の一助となることを期待する。また、

全国の自治体から「健やか親子２１（第２次）」に関する母子保健事業が登録され、誰でも検

索ができる「取り組みのデータベース」に関しては、多くの自治体から登録があった。しかし、

本データベースの意義や活用方法が十分理解されていない可能性が考えられることから、本デ

ータベースの情報を発信し、日常業務へより一層活かしてもらえるよう努めていく。そして、

「母子保健・医療情報データベース」はホームページ開設から毎年 200 件ほどのデータの更新

を行い、一定のアクセス数を得ており、母子保健関係者への重要な情報提供の場となっている。

さらに、研究分担者によって地域の健康課題を明らかにしたうえで人材育成事業の立案と展開
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を行い、研修を効果的に実施して行くことができるような自治体の類型化と、カテゴリー別の

アプローチについての検討が行われた。 

 

2）特定妊婦への支援に関する医療機関と行政機関との連携に関する研究 

 各研究分担者によって、要支援妊婦の抽出を目的とした医療機関における「問診票を用いた

情報の把握」および行政機関との連携方法の開発、特定妊婦の実態調査とその出生時の転機、

母子保健情報システムの構築と地域モデル、日本における産後ケアの実施状況、乳幼児健康診

査事業の評価指標データの利活用、すべての子どもを対象とした要支援情報の把握と一元化、

市町村における母子保健対策の取組状況、に関する研究が行われ、支援が必要な妊産婦を妊娠

期から出産後まで支援する体制づくり、およびモデル地区での調査に向けて前進することがで

きた。 

 

3）母子保健領域に関する研究およびシステマティック・レビュー 

  研究分担者によって、社会環境と子どもの健康について、および小児保健・医療領域におけ

る積極的予防に関する系統的レビューに関する研究が行われ、子どもの健康と発達において包

括的なアプローチと多職種の連携が母子保健施策にとって重要であることがエビデンスをも

って示唆された。 
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班員・担当者一覧 

  氏 名 所 属 機 関 職 名 

研究代表者 山縣 然太朗 山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座 教授 

      

研究分担者 永光 信一郎 久留米大学小児科学講座 准教授 

 松浦 賢長 福岡県立大学看護学部 理事・教授 

 山崎 嘉久 あいち小児保健医療総合センター 
保健センタ

ー長 

  松田 義雄 国際医療福祉大学病院産婦人科 教授 

 市川 香織 文京学院大学保健医療技術学部看護学科 准教授 

  尾島 俊之 浜松医科大学医学部健康社会医学講座 教授 

 菅原 準一 東北大学東北メディカル・メガバンク機構 教授 

 上原 里程 宇都宮市保健所 所長 

 森 臨太郎 国立成育医療研究センター政策科学研究部 部長 

 近藤 尚己 東京大学大学院医学系研究科 准教授 

 吉田 穂波 国立保健医療科学院生涯健康研究部 主任研究官 

    

研究協力者 篠原 亮次 健康科学大学健康科学部  

 仲宗根 正 沖縄県北部保健所  

 田中 太一郎 東邦大学健康推進センター  

 山田 七重 山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座  

 酒井 さやか 麻生飯塚病院小児科  

 大矢 崇志 麻生飯塚病院小児科  

 田中 祥一朗 麻生飯塚病院小児科  

 向井 純平 麻生飯塚病院小児科  

 神田 洋 麻生飯塚病院小児科  

 梶原 由紀子 福岡県立大学看護学部  

 原田 直樹 福岡県立大学看護学部  

 増滿 誠 福岡県立大学看護学部  

 田原 千晶 福岡県立大学看護学部  

 平塚 淳子 福岡県立大学看護学部  

 佐々木 渓円 あいち小児保健医療総合センター  

 新美 志帆 あいち小児保健医療総合センター  

 加藤 直実 愛知県健康福祉部児童家庭課  

 中根 恵美子 愛知県健康福祉部児童家庭課  
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 川口 晴菜 大阪府立母子保健総合医療センター産科  

 米山 万里枝 東京医療保健大学大学院医療保健学研究科  

 杉浦 和子 名古屋市立大学大学院看護学研究科  

 安田 孝子 浜松医科大学看護学科臨床看護学講座  

 星合 哲郎 東北大学産婦人科  

 大田 えりか 聖路加国際医療大学国際看護学  

 森崎 菜穂 

国立成育医療研究センター 社会医学研究部 

ライフコース疫学研究室／臨床研究開発センター 

データ管理部データ統合室 

 

 蓋 若琰 国立成育医療研究センター政策科学研究部  

 柳川 侑子 東京大学大学院医学系研究科  

 齋藤 順子 公益財団法人長寿科学振興財団 リサーチ・レジデント  

 横山 徹爾 国立保健医療科学院生涯健康研究部  

 黒田 千佳 東京大学空間情報科学研究センター（CISI）  

 秋山 有佳 山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座  
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A．研究目的 

本研究の目的は「健やか親子２１（第２次）

の課題である母子保健領域における格差の是

正および母子保健情報の利活用の推進のため

に、乳幼児健診を中心とした市町村事業のデ

ータの利活用システムの構築と母子保健情報

利活用のガイドラインを作成することである。 

母子保健情報を活用するシステムを有して

いない市町村が多く、それを支援する都道府

県の体制も整っていない。その結果として、

都道府県は市町村における母子保健サービス

の格差や健康格差を把握できない状況にあり、

市町村は母子保健事業の PDCA（Plan Do Check 

Act）サイクルに母子保健情報を活用すること

ができていない。この状況を打開するために、

母子保健情報を活用できる環境整備の再構築

は不可欠である。 

本研究班では、これまでに、乳幼児健診情

報の入力、集計ソフト開発し、平成 27 年度に

全国で研修会を行った。都道府県に対しては、

健康格差を把握できるソフトの提供とともに

分析担当者の養成プログラムを提示する。こ

れらの仕組みはわが国ではごく少数の自治体

で独自に行われているに過ぎず、自治体の多

様性にも対応できる標準的で、実装可能な母

子保健利活用の再構築は母子保健の多職種の

専門家で構成する当研究組織のこれまでの蓄

積があって実現するものであり、本研究の特

徴かつ独創的な点である。 

本研究の期待できる効果としては、母子保

健情報の利活用の仕組みの再構築により、市

町村はデータヘルスの視点からの母子保健事

業の PDCA サイクルの基盤整備ができ、都道府

県は地域格差の把握とその是正方法について

の基礎資料を得ることができる。結果として、

母子保健領域における健康格差の是正と科学

的根拠に基づく母子保健事業の展開が挙げら

れる。 

以上の背景から、研究目的を達成するため、

次の 4つの具体的な下位目的を設定し研究を

実施した。 

1. 出生届出時から乳幼児健診の情報の入力

システムの構築とモデル事業 

2. 母子保健情報利活用のためのガイドライ

ンの作成 

3. 母子保健領域における予防、健康増進の

視点からのデータベースの構築とシステ

マティックレビュー 

4. 健やか親子２１（第２次）にかかる自治

体等の取り組みのデータベースの構築運

営 

 

B．研究方法と結果 

平成 28 年度は、3年計画の初年度の研究と

して以下の 3点について実施した。 

 

1. 母子保健情報利活用の推進のための環

境整備に関する研究 

・ 乳幼児健診情報の入力システムの構

築 

・ 取り組みのデータベースおよび母子

保健・医療情報データベースの構

築・運営 

2. 特定妊婦への支援に関する医療機関と

行政機関との連携に関する研究 

3. 母子保健領域に関する研究およびシス

テマティック・レビュー 

 

以下、各内容について方法と結果の概略を

示す。 

 

1. 母子保健情報利活用の推進のため

の環境整備に関する研究 
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1） 母子保健情報利活用の推進のための環 

境整備に関する経過報告 

【方法】 

平成 28 年度は、研究班全体の会議（班会議）

を 2回、「健やか親子２１（第２次）」ホーム

ページに関する全体会議 1回、「健やかな親子」

とは何かの検討、および「健やか親子２１（第

２次）」の更なる推進に関する合宿 1回、会議

1 回、出生届時から乳幼児健診の情報の入力

システムの構築に関する進捗状況報告会 1回、

産科医療機関との連携に関する調査実施に関

する打ち合わせ会議 1回、実施した。 

 

（倫理面への配慮） 

今年度は調査等の実施はなく、個人データ

の扱いはない。来年度実施予定の調査に関し

ては現在倫理申請準備中である。 

 

【結果】 

班会議においては、研究計画内容や方向性

の決定、また各分担研究者（研究協力者）か

ら研究進捗状況の報告や討議等を行い、分担

研究者間の情報共有と研究班全体の調整を図

った。また、「健やか親子２１（第２次）」ホ

ームページに関する会議では、ホームページ

のコンテンツに関する検討を行った。そして、

出生届出時から乳幼児健診の情報の入力シス

テムの構築に関する進捗状況報告会では、各

分担研究者の研究の進捗状況の報告および方

向性の確認を行い、産科医療機関との連携に

関する調査実施に関する打ち合わせ会議では、

モデル地区での調査実施に向けて実施機関や

調査票の検討を行った。 

 

2） 母子保健情報の収集と利活用に向けた

「乳幼児健診情報システム」の改修に

関する報告 

【方法】 

平成 27 年度に作成した「乳幼児健診情報シ

ステム」の更なる利便性の向上と、昨年度に

実施した研修会や全国からの問い合わせ内容

のを解決すべくシステムの改修を行った。ま

た、「乳幼児健診情報システム」の改修終了後

には、平成 27 年度に作成した市区町村および

都道府県のシステム・マニュアルの変更を行

った。さらに、改修が終了した「乳幼児健診

情報システム」を全国の市区町村および都道

府県へ配布した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は「人を対象とする医学系研究に関

する倫理指針」に従って実施した。なお本研

究はシステムの開発、改修に関することであ

るため、特に倫理面への配慮はないと考えら

れた。 

 

【結果】 

 改修では、以下の 2点の変更と 4点の新機

能を追加した。 

≪変更点≫ 

 推奨問診項目の回答選択肢の変更 

・育児環境 23： 

あなたの日常の育児の相談相手は誰ですか。 

・育児基盤評価 27： 

 現在何か心配なことはありますか。 

≪追加機能≫ 

 健やか親子２１（第２次）の中間・最終

評価の各前年度に調査する 4項目の追加 

 推奨問診項目および上記 4項目の結果グ

ラフ作成機能。 

 各項目の年度推移がわかる表とグラフの

作成機能。 

 都道府県版における「市区町村別集計表」

で作成される市区町村別のグラフに推奨
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問診項目および上記 4項目の作成機能。 

 また、市区町村版および都道府県版システ

ム・マニュアルの改修については、新機能の

使用方法を追加したものを作成した。 

 そして、改修した「乳幼児健診情報システ

ム」の各自治体への配布は、市区町村へは平

成 27年度と同様、「健やか親子２１（第２次）」

のホームページからダウンロード可能とし、

都道府県へ CD-R にて各都道府県母子保健担

当課へ郵便にて送付した。 

 

3） 「取り組みのデータベース」および「母

子保健・医療情報データベース」の展

開 

【方法】 

今年度の「取り組みのデータベース」の登

録状況、「母子保健・医療データベース」の運

営、利用状況を把握した。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、「人を対象とする医学系研究に関

する倫理指針」に従って実施した。「取り組み

のデータベース」における自治体や団体の情

報の公開に関しては、登録時に各自治体およ

び団体で公開か非公開かを選択できるように

なっている。また、「母子保健・医療情報デー

タベース」に関しては個人情報は扱っていな

い。 

 

【結果】 

 「取り組みのデータベース」の登録状況は、

平成 29 年 3 月 15 日現在で、841 団体から、

3,212 件の登録がされている。また、「母子保

健・医療情報データベース」については、平

成 13 年にホームページが開設されて以降毎

年約200件のデータが登録され、今年で5,444

件になった。なお、今年は主に統計調査につ

いての更新作業を行ったため、既存データ

114 件についての更新が中心であり、目に見

えるデータ追加数は 67 件と少なくなってい

る。 

 

4） 第 75 回日本公衆衛生学会学術総会 

自由集会～知ろう・語ろう・取り組も

う～一歩先行く 健やか親子２１（第

２次） 第 2回報告 

【方法】 

本自由集会は、平成 28年 10 月 26 日（水）

～28 日（金）に大阪で行われた第 75 回日本

公衆衛生学会学術総会の 2日目に申し込みを

した。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、「人を対象とする医学系研究に関

する倫理指針」に従って実施した。本研究は、

母子保健計画の位置づけや策定方法等の講義

を行うものであり、個人情報は扱わない。 

 

【結果】 

当日の参加者は 30名で、日時、場所、内容

はいずれも予定通り行った。以下に参加者の

内訳を示す。 

≪内訳≫ 

・保健所職員：2名 ・市町村職員：3名 

・大学関係：21 名 ・企業：3名 

・病院：1名 

 内容は、「母子保健計画の概要とポイント」

および「市区町村母子保健計画の実例と乳幼

児健診情報システムの紹介」について、本研

究班員の山縣と篠原が講演し、講演後には参

加者からの質疑応答や、意見交換を行った。 

 

5） 母子保健情報利活用における自治体の

ローカル・キャパシティ分析と地域の
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実情に合わせた研修開発に関する研究 

【方法】 

平成 2013 年度における自治体の基礎資

料作成 

1. 人口動態統計より各自治体の人口、出

生数を抽出してデータベースと突合を

行った。人口動態統計は一般公開され

ている e-STAT

（https://www.e-stat.go.jp/SG1/estat

/html/GL02100101.html）や保健医療福祉

計画データウェアハウス（厚生労働科学

研究「保健医療福祉計画策定のためのデ

ータウェアハウス構築に関する研究」：

http://jmedicine.com/）で公開されて

いる最終データを用いた。回答データ

ベースと上記のデータを突合し、解析

に耐えうるよう自治体名などを調整し

た。 

 

2. 人口区分を作成し下記の人口規模でカ

テゴリー分類をした。 

＊人口区分の定義： 

ア： 大都市、東京都区部、政令指定都市

（N=41） 

イ: 中都市①人口 30 万人以上の都市（N=51） 

ウ: 中都市②人口 30 万人未満 10万人以上

の都市（N=190） 

エ: 小都市：人口 10 万人未満の市（N=503） 

オ: 町村（N=896） 

 

3. 上記のカテゴリー分類と下記の 3問か

らなる情報の利活用状況との関連を見

た。 

【設問 1】 

問 8：平成 22年以降、「健やか親子２１」を

推進するための新たな連携の枠組みを

構築しましたか。（例：思春期やせ対策

のための学校・教育委員会との連携） 

1．はい  2．いいえ 

 

【設問 2】 

問 9：「健やか親子２１」を推進するための各

種情報の利活用についてお伺いします。 

（1）母子保健統計情報を冊子や電子媒体（ホ

ームページなど）にまとめていますか

（○はいくつつけても構いません）。ま

た、（ ）内に数値・文字を入れてくだ

さい。ただし、情報の利活用とは、情

報の収集・分析・還元および対策の立

案等とします。 

1．定期的に母子保健統計情報を単一で

冊子にてまとめている 

・・・（ ）年ごと、冊子名（ ） 

2．定期的に母子保健統計情報を他の情

報と合わせた形で冊子にまとめて

いる 

・・・（ ）年ごと、冊子名（ ） 

3．定期的に母子保健統計情報を単一で

電子媒体にてまとめている 

・・・（ ）年ごと 

4．定期的に母子保健統計情報を他の情

報と合わせ電子媒体にまとめてい

る 

・・・（ ）年ごと 

5．定期的なまとめはしていない 

 

上記について、「定期的に母子保健統計情報

を単一で冊子にてまとめている」、「定期的に

母子保健統計情報を他の情報と合わせた形で

冊子にまとめている」、「定期的に母子保健統

計情報を単一で電子媒体にてまとめている」、

「定期的に母子保健統計情報を他の情報と合

わせ電子媒体にまとめている」、の全項目のう

ちどれかを事業化している自治体を調べ、そ
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の後、それぞれ個別の項目について人口規模

との関連を見た。 

 

（倫理面への配慮） 

データの二次利用であり個人情報は含まれ

ないため該当しない。 

 

【結果】 

1．基礎統計 

基礎自治体を人口規模別に分けたところ、

ア：41、イ：51、ウ：190、エ：503、オ：896、

対象外：60、計：1,741 であった。 

 

2．問 8 における自治体数 

新たな連携の取り組みを構築した自治体

（「はい」と回答）は 38、しなかった自治体

（「いいえ」と回答）は 54 であった。 

この中で、「はい」と答えた 38の自治体は

すべて人口 10 万人以上の都市であり、その

うち 21 自治体が人口区分カテゴリーア、15

件がイ、2件がウであった。 

38 自治体（全体の 2.2%）の特徴を人口規模、

出生数でまとめると、平均人口は 662228 名、

SD:544920.48（男性人口平均：338005、

SD:278941.75、女性人口平均：324223、

SD:266397.15）、年間出生数平均は 5663、

SD:4792.59 であり、人口が 5万人、出生数が

500 名以下の自治体もあることから、新たな

連携の枠組みを構築した。 

 

3．母子保健統計情報を冊子や電子媒体（ホー

ムページなど）にまとめている自治体を抽出

し、人口規模や出生数を分析した。結果は 67

自治体であり、「はい」と答えた自治体はすべ

て人口 10 万人以上の都市であり、そのうち

28 自治体が人口区分カテゴリーア、32件がイ、

7件がウであった。 

4．定期的に母子保健統計情報を単一で冊子に

てまとめている 14 自治体はすべて人口 10万

人以上の都市であり、について、ほとんどが

年間 1回の発行であった。  

               

5.定期的に母子保健統計情報を単一で電子媒

体にてまとめている自治体はすべて人口 10

万人以上の都市であった。 

母子保健情報の利活用・発信方法では、健

康増進課事業概要、母子保健等事業統計、保

健活動のまとめ、母子保健・母子医療の状況、

保健衛生年報（レポート）、保健行政など、母

子保健事業実績報告とともに母子保健統計を

まとめている自治体が多く、事業の振り返り

や評価に活用されていることがうかがい知れ

た。 

 

2. 特定妊婦への支援に関する医療機

関と行政機関との連携に関する研

究 

 

1） 要支援妊婦の抽出を目的とした医療機

関における「問診票を用いた情報の把

握」および行政機関との連携方法の開

発 

【方法】 

医療機関において要支援母児を有効に抽出

するツールの構築、妊娠中から行政機関との

連携をスムーズにするツールの開発を検討し

た。また、開発したツールを全国に展開し、

妊娠期から支援が必要な妊婦を有効に抽出し、

妊娠中から行政機関と共同して支援にあたる

ことで虐待や産褥期の母親の自殺や心中を減

らすことができると考えられることから、複

数の産科医療機関をモデルとし、調査を実施

するため、実施に向けて調整を行う。 

また、平成 28 年 10 月に、第 57回日本母性
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衛生学会（東京）で、「ハイリスク母児への早

期介入を目的とした妊娠時からの支援」のシ

ンポジウムを催した。シンポジストは、厚生

労働省担当部署課長、産科医師、病院助産師、

行政保健師、大学講師であった。 

 

（倫理面への配慮） 

あり 

 

【結果】 

ツールの開発として、研究デザインの検討、

実施期間、実施施設、研究のアウトラインの

検討を行った。また、要支援母児を抽出する

ための、妊娠初期・中期・後期・産後 1か月

健診時の問診票とチェックリストの検討・作

成を行った。 

第 57 回日本母性衛生学会のシンポジウム

では、5 人のシンポジストから、以下の講演

が行われた。 

 「我が国の母子保健施策を国の立場から」

（厚生労働省担当部署課長） 

 「周産期医療にかかわる産科医師の立場

から『要支援妊婦を支える』」（産科医師） 

 「病院助産師の立場から施設におけるハ

イリスク母児の支援－ハイリスク親子支

援対策チームの実際－」（病院助産師） 

 「行政保健師の立場から『ハイリスク母

子の支援における医療機関（産科）との

連携について』」（行政保健師） 

 「大学教育の立場から 産科医療機関と

行政機関の実情を踏まえたハイリスク母

児への連携支援について」（大学講師） 

 

2） 特定妊婦の実態調査とその出生児の転

帰に関する研究 

【方法】 

（1）特定妊婦の実態調査 

2013 年 1 月から 2015 年 3 月の期間に研究

協力者の A病院で分娩した 1,355 例のうち、

特定妊婦の要件を有する症例を後方視的に診

療録から抽出した。診療録より 1）出生時と 2）

出生後の状況に関して検討を行った。妊婦の

うち厚生労働省の養育支援訪問事業ガイドラ

インに挙げられている 7項目のうち 1つでも

満たすものを特定妊婦群とし、2016 年 10 月

末時点での診療録からの情報で検討を行い、

解析を行った。 

 

（2）社会的養護を実施した児童の背景 

調査期間中に出生した児童の年齢は 0歳か

ら 2歳と十分な観察期間ではないため、さら

に特定妊婦から出生した児が、社会的養護の

対象になることが多いのか知る目的で 2013

年 1 月から 2016 年 12 月までに研究協力者の

A 病院で社会的擁護をおこなった児童につい

ても 11 項目の調査を後方的に行った。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は飯塚病院の倫理委員会の承認を得

て実施された（整理番号 15140）。 

 

【結果】 

（1）特定妊婦の実態調査 

特定妊婦と規定した妊婦は分娩 1,355 件の

うち 265 件（20％）であった。特定妊婦の平

均年齢は 28.0 歳であった。特定妊婦の要件

（重複あり）は経済的問題が 126 例、心身の

不調が 68例、若年妊娠が 53例、多胎妊娠が

42 例、妊娠葛藤の吐露が 38 例、妊娠後期に

妊婦健診を初回受診した症例や妊婦健診未受

診が合わせて 25 例であった（重複を含む）。  

患者背景としては MSW 介入症例が 158 例、

母子家庭：が 115 例、生活保護受給者が 95

例であった。 
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出生児の状況は、平均在胎週数は 37 週 6

日、平均出生体重は 2,621g であった。NICU

入院症例は 109 例で総出産における入院割合

は 30％であった。虐待防止委員会介入症例が

28 例、児童相談所介入症例が 21 例、乳児院

入所例が 5例、退院後の虐待の関与が疑われ

る不審死を 2 例認めた。なお、特定妊婦 265

例から出生した児童の発育、発達的予後につ

いては現在調査解析中である。 

 

（2）社会的養護を実施した児童の背景 

観察期間中に A病院で社会的養護の処遇に

至った症例が 13 例認めた。年齢は新生児から

5 歳と幅があり、新生児期の仮死出生や低出

生体重、染色体異常などの基礎疾患をもつも

のが多く認められた。養護した理由としては

養育困難が多く、その背景には経済的困窮や

若年妊娠、母体精神疾患などいわゆる特定妊

婦の要件を満たす症例が 13 例中 11例に認め

られた。母体の年齢は 10代から 30代と様々

であり、全例児童相談所への通告と 3 例にお

いて警察への通告も行われた。1 例をのぞき

ほとんどの症例が乳児院や施設などの預かり

となり、現在においても再統合されたのは 2

例のみであった。 

 

3） 母子保健情報システムの構築と地域モ

デル研究 

【方法】 

（1）宮城県内産科医療機関を対象とした母

子保健との連携状況調査 

 宮城県内の産婦人科医療施設を対象に、宮

城県による周産期医療体制整備指針にかかる調

査において、母子保健情報の共有の現況に関す

る項目を追加し郵送、収集を行う。 

 

（2）宮城県内市町村（35 市町村）を対象とし

た医療機関との関連調査 

宮城県内市町村を対象とし、平成28年12月、

宮城県保健福祉部子育て支援課の協力を得て、

宮城県内全市町村に調査票を送付した。調査内

容は、母子健康手帳交付時の妊産婦への情報提

供項目・収集項目・様式、妊婦検診助成券発行状

況・利活用の現況、医療機関へ希望する母子保健

情報項目、医療機関と共有可能な母子保健情報な

どである。 

 

【結果】 

（1）宮城県内産科医療機関を対象とした母

子保健との連携状況調査 

宮城県内全産婦人科医療施設に対する調査票

の回答率は、67.9％であった。分娩取り扱い施

設においては、（ア）特定妊婦がいた場合、保健

師に連絡を入れている（54％）、（イ）保健師と

定期的に連絡を取り、特定妊婦以外の妊産婦も

含め情報を共有している（17％）、（ウ）特に連

携をとっていない（0％）であり、半数以上の施

設において、保健師との連携が行われているこ

とが明らかになった。分娩取り扱いのない、妊

婦検診のみを行う診療所においては、それぞれ、

（ア）特定妊婦がいた場合、保健師に連絡を入

れている（33％）、（イ）保健師と定期的に連絡

を取り、特定妊婦以外の妊産婦も含め情報を共

有している（0％）、（ウ）特に連携をとっていな

い（43％）であり、連携体制は不十分であるこ

とが明示された。また、助産所においては、（ア） 

特定妊婦がいた場合、保健師に連絡を入れてい

る（8 ％）、（イ）保健師と定期的に連絡を取り、

特定妊婦以外の妊産婦も含め情報を共有してい

る（16％）、（ウ）特に連携をとっていない（8 ％）

であり、対象者が少なく未回答の施設が多いも

のの、連携体制は確立していないことが明らか

にされた。 

 



 

- 21 - 
 

（2）宮城県内市町村（35 市町村）を対象とし

た医療機関との関連調査 

宮城県内全市町村から調査票を回収した

（回答率（100％）。平成 29 年 1月 20 日より

調査票の集計を開始し、現在、解析を行って

いる。 

 

4） 日本における産後ケアの実施状況に関

する研究 

【方法】 

産後ケアに関連する文献ならびに調査報告

等から、日本における現在の産後ケアの実施

状況や課題を分析した。 

また、今後の調査フィールド確保のために、

近年新たに誕生した産後ケア施設に対し、実

施状況のヒアリングを行った。産後ケア施設

へのヒアリングは管理者の許可を得て、管理

者からの聞き取りと資料提供をいただいた。 

 

（倫理面への配慮） 

 産後ケア施設での調査にあたっては、分担

研究者の所属施設の倫理審査委員会の承認を

得て行う予定である。今回は、調査準備のた

め、施設の管理者への文書と口頭で承認を得

て実施した。 

 

【結果】 

（1）日本における産後ケアの実施状況 

産後ケアとは、標準化されたケアは確立し

ていないものの、母親の身体的ケアと授乳の

支援を中心に、心理社会的な支援、家族間調

整など幅広い支援が実施され、利用者は休養

や受容される体験によって元気になっていく

といった流れがあることが考えられる。 

 

（2）産後ケア施設へのヒアリング結果 

産後ケア施設である A センターにて、管理

者であるセンター長（助産師）よりヒアリン

グを行った。Aセンターは平成 28 年 1 月に開

設されたばかりの産後ケア施設である。施設

の開設までの経緯としては、県内の少子化対

策の一環として、産後の母親への支援の充実

が挙げられ、新たな産後育児支援の在り方検

討会により産後の支援方法が検討されたこと、

妊婦及び 1歳 6か月児までを養育している母

親へのニーズ調査により 7割の母親が宿泊型

のケアを希望していることが明らかになった

ことなどが挙げられる。小規模な市町村が多

い県であるため、宿泊型の産後ケア事業実施

にあたっては県が主導して施設整備に向け取

り組んだことが特徴的である。県と市町村が

協働で事業を実施するために広域的な連合体

を設置し、事務局は県が担っている。 

 A センターでの事業は大きく 3 つあり、一

つ目は県と市町村の共同体からの委託を受け

て行う産後ケア事業、二つ目は県の委託を受

けて行う産前産後電話相談事業、そして、三

つ目は自主事業として行う、母乳ケアや個別

相談、各種講座、日帰り型産後ケアなどの独

自事業である。 

今後の課題としては、利用者がまだ少ない

ため経営的な不安があること、産後ケアの利

用申請窓口は市町村であるため、市町村によ

って対応が違うため戸惑いがあることなどが

挙げられた。 

 

5） 乳幼児健康診査事業の評価指標データ

の利活用に関する研究 

【方法】 

 対象は、母子健康診査マニュアルでデータ

管理をしている愛知県保健所管内 48 市町村

と 3中核市の平成 27年度の 3～4か月児健診

受診者のうち、「股関節開排制限」の項目で「所

見あり」と判定されたケースとした。（1）健



 

- 22 - 
 

診後のフォローアップ方針（1：保健センター

で経過観察、2：医療機関紹介、3：その他（そ

の内容））、（2）フォローアップ方針が「1：保

健センターで経過観察」であった場合の経過

観察結果（1：異常なし、2：医療機関紹介、3：

その他（その内容）、9：状況不明（その内容））、

（3）フォローアップ方針が「2：医療機関紹

介」であった場合の受診結果（1：異常なし、

2：異常あり（診断名）、3：その他（その内容）、

9：状況不明（その内容））の項目を用い、平

成 28年 10 月までに各市町村が確認した個別

データを集積した。 

精度管理に用いる指標を 1）フォローアッ

プ率＝結果把握者数÷フォローアップ対象者

数（％）、2）発見率＝異常あり者数 ÷ 受診

者数（％）、3）陽性的中率＝異常あり者数÷

要紹介者数（％）とし、集積された個別デー

タを用いて研究分担者が分析した。 

 

（倫理面への配慮） 

 調査は、「愛知県乳幼児健康診査情報の利活

用に関する実施要領」に基づいて実施し、生

年月日など個人情報は削除したデータ・ファ

イルを利用した。 

 

【結果】 

（1）「所見あり」の判定状況 

平成27年度に対象51市町村の3～4か月児

健診を受診した 40,583 人中、股関節開排制限

が「所見あり」と報告されたのは 856 人（2.1％）

であった。 

市町村別には、10％程度（I1）、6％程度（C2、

M）から、0％のところまで、「所見あり」の判

定頻度は大きく異なっていた。 

 

（2）フォローアップ率 

今回調査で把握できた健診時のフォローア

ップ方針は、医療機関への紹介 720 例、保健

機関での経過観察 57例、その他 79例（健診

以前に、医療機関において股関節脱臼等、ま

たはその疑いと診断されていた 49例など）で

あった。保健機関経過観察により 2例が医療

機関紹介となり、722 例をフォローアップ対

象例として分析した。 

なお、保健機関経過観察後に「その他」と

判定された例は、保健機関経過観察中 4例等

で、状況不明の理由は、転出 2 例、未受診 4

例であった。 

フォローアップ対象 722 例のうち、平成 28

年 10 月までに各市町村が状況を把握できた

ケースは 692 例であり、全体のフォローアッ

プ率を 95.8％と算定した。51 市町村中 34 か

所がフォローアップ率 100％であり、90％以

上 5か所、80％以上 2か所、75％と 50％がそ

れぞれ 1か所、フォローアップ対象者なしが

8か所であった。 

 

（3）発見率と陽性的中率 

今回の検討は、各市町村が独自に把握して

いる情報を後方視的に集計したことから、「異

常あり」とする状況が市町村により異なる場

合が認められた。そこで、（イ）フォローアッ

プ方針が「1：保健センターで経過観察」であ

った場合の経過観察結果の「3：その他」に記

述された内容、（ウ）フォローアップ方針が

「2：医療機関紹介」であった場合の受診結果

のうち「2：異常あり」に記述された診断名、

および「3：その他」の内容を、研究分担者に

おいて再評価し、次のように分類した。 

 

「10：異常なし」；（股関節脱臼等に関して）

異常なしであったもの 

「15：異常なし（開排制限あり）」；医療機関

受診により「開排制限」は認めるが、疾病で



 

- 23 - 
 

はないと診断されたもの 

「20：異常あり（健診で発見）」；医療機関受

診により、股関節脱臼等、またはその疑いと

診断されたもの 

「21：異常あり（健診以前に発見）」；健診以

前に、股関節脱臼等、またはその疑いと診断

されていたもの 

「25：医療機関経過観察」；医療機関で引き続

き経過観察が必要と診断されたもの 

「30：異常あり（他疾患）」；股関節脱臼等以

外の疾病と診断されたもの 

「80：判定不能」；疾病スクリーニングとして

評価不能であったもの 

「90：状況不明」；状況が不明であったもの 

 

「20：異常あり（健診で発見）」の再判定は、

記載に股関節脱臼や亜脱臼、臼蓋形成不全の

診断名が明記されていたものとし 51 市町村

全体では 68例（7.9％）であった。このうち

股関節脱臼・亜脱臼（または疑い）が 21例、

臼蓋形成不全（または疑い）が 47例であった。 

「25：医療機関経過観察」と再判定したの

は 91例（10.6％）で、「病院で経過観察」「開

排制限にて経過観察」「要観察」などさまざま

な記載のケースをこの区分に含めた。 

なお、「21：異常あり（健診以前に発見）」

は 49例（5.7％）であった。「30：異常あり（他

疾患）」としては、股関節内転筋拘縮 3例、股

関節外転筋拘縮 1例、膝関節疾患 1例の記載

があった。 

今回の分析にあたっては、「20：異常あり（健

診で発見）」、および「25：医療機関経過観察」

を、「異常あり者」に便宜上定義して、発見率

と陽性的中率を算定した。 

 平成 27年度データのうち、フォローアップ

対象者数が多く、かつ「20:異常あり（健診で

発見）」数も多い M 市の発見率が 0.91％、C2

市が 1.06％であること、および乳児股関節脱

臼の発生頻度が出生1,000人に対し1～3人と

され（日本小児整形外科学会）、臼蓋形成不全

等はその数倍以上であることなどを参考とし

て、0.7％～1.1％程度が、この地域の標準的

な発見率（暫定）であると推定した。 

 M 市と C市の陽性的中率は、15.1％、15.9％

であり、発見率がこの近傍にあるいくつかの

データと併せて、15％～40％程度を 3～4か月

健診での乳児股関節脱臼の標準的な陽性的中

率と推定した（グループ 1）。 

 グループ 1に比べて、発見率が 2倍程度と

多く算定されたグループ 2については、「25：

医療機関経過観察」と再判定されたケースが

多くを占めた。二次医療機関の診断精度に課

題がないか留意する必要があると推定した。 

 陽性的中率が 100％であったグループ 3 に

ついては、発見率はグループ 1の近傍にある

ものの、陽性的中率 100％が元来見逃しのリ

スクを抱えること、またグループ 3の市町は、

出生数が数百人程度であったことから、精度

管理については、今後数年のデータ集積によ

る評価が必要と推定した。 

発見率が県平均よりも低値で、陽性的中率

がグループ 1 よりは高いグループ 4、および

発見率も陽性的中率も県平均より低値のグル

ープ 5については、「所見あり」の判定が県平

均よりも少ない状況にあり、一次スクリーニ

ングの診察や判定方法について見直しが必要

であると推定した。なお、出生数が少ない場

合には、見かけ上の過小判定の可能性もある

ため、数年間の合計値を用いる必要がある。 

 

6） すべての子どもを対象とした要支援情

報の把握と一元化に関する研究 

【方法】 

妊娠届書に記入してもらった項目から特定
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妊婦項目を抽出。これらの項目について、支

援が必要と考えられる度合いに応じたポイン

トを設定した。ポイントは保健師が経験をも

とに嘉麻市の現状に合うよう、2 点、3点、4

点、5点、10 点を割り振った。このポイント

の合計点に応じて、支援度を決定した。 

 

（倫理面への配慮） 

福岡県立大学の研究倫理部会の成員と下記

を調整し、研究にあたった。個人情報が含ま

れる健診情報については、研究者には一切閲

覧等をすることを禁じた。その上で市役所担

当者がデータ整理を行い、市役所担当者が個

人識別情報を除いた上で、研究者とのディス

カッションに臨んだ。その際、それらデータ

を紙媒体にせず、スクリーンへの投影に限定

した。 

 

【結果】 

対象児童は 224 人。妊娠届より後の転入は

28 人、出生届より前の転出は 29 人、中絶が 1

人、流産が 1人であった。支援度判定は区分

1が 60人（26.8％）、区分2が 62人（27.6％）、

区分 3 が 49 人（21.9％）、区分 4 が 53 人

（23.7％）、区分 5は 0人であった。 

 

7） 市町村における母子保健対策の取組状

況に関する研究（都道府県別の観察） 

【方法】 

平成 25 年に「健やか親子２１」の最終評価

に活用することを目的として実施された『「健

やか親子２１」の推進状況に関する実態調査』

（以下、実態調査）のうち、政令市および特

別区を除く市町村（以下、市町村）を対象と

した調査票に設定されている 27 項目の母子

保健対策の取組状況を分析した。 

また、指定都市（20市）、特別区（23 区）、

中核市および保健所設置市（50市）について

も母子保健対策の取組状況に関する調査が行

われたため、市町村と同様に取組頻度を観察

した。なお越谷市と枚方市は平成 25年の調査

時点では中核市に移行していなかったため、

中核市ではなく市町村の調査対象に含まれて

いた。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究で分析したデータの基となる調査（実

態調査）は、山梨大学医学部倫理委員会の承

認を得て実施したものである（受付番号 1119、

平成 25 年 10 月 9 日）。 

 

【結果】 

政令市と特別区を除く市町村を対象とした

調査では、すべての市町村（1,645 市町村）

から回答を得た。27項目の母子保健対策のう

ち、「予防接種率の向上対策」、「発達障害に関

する対策」、「乳幼児期のむし歯対策」、「食育

の推進」、「児童虐待の発生予防対策」、および

「産後うつ対策」は全国の 50％以上の市町村

が取組を充実させていた。都道府県別の管内

市町村数は 14から 175 の範囲であり、各都道

府県の管内市町村で取組を充実させた頻度の

範囲は、都道府県によって幅が大きかった。

27 項目のうち 13 項目について管内市町村の

50％以上が取組を充実させた都道府県がある

一方で、管内市町村の 50％以上が取組を充実

させたのは 2項目のみだった都道府県もあっ

た。また、「妊婦・子どもの受動喫煙対策」や

「母子保健に関する住民組織活動の育成・支

援など 27 項目の一部の領域について取組を

充実させた市町村の頻度が高い都道府県もあ

った。 

母子保健対策に関する市町村の取組状況と

都道府県の取組状況の関連について、「発達障
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害に関する対策」、「産後うつ対策」、「妊娠中

の喫煙防止対策」、「母乳育児の推進」、「思春

期の心の健康対策」、「十代の人工妊娠中絶防

止対策」は取組を充実させた都道府県におい

て、取組を充実させた管内市町村の頻度が有

意に高かった。 

指定都市、特別区、中核市および保健所設

置市についても母子保健対策に関する 27 項

目の取組頻度を観察した。指定都市では、全

国の市町村の 50％以上が取組を充実させた

項目に加え、多くの項目についても指定都市

の 50％以上が取組を充実させていた。 

 

3. 母子保健領域に関する研究および

システマティック・レビュー 

 

1） 社会環境と子ども健康についての研

究：受動喫煙防止対策における両親を

取り巻く社会規範や環境の影響につい

て 

【方法】 

研究対象者は、6 歳以下の自身の子どもと

同居し、かつ、現在喫煙している父親（20－

59 歳）、および 6 歳以下の自身の子どもと同

居し、かつ、現在喫煙している母親（20－49

歳）とした。 

データは、2014 年 9月、日本最大のインタ

ーネット調査会社の男性モニター92 万人、女

性モニター120 万人を対象に、便宜的標本抽

出法を用いて収集した。まず、参加同意があ

り、年齢が対象基準と一致する 6 歳以下の子

どもをもつ男女を無作為に抽出し、次にスク

リーニング調査にて現在喫煙者に絞った中か

ら無作為に抽出した男女各 1,120 人を本調査

の対象とした。回答のあったもののうち、回

答時間が早すぎるなどの不適切な回答者を除

き、最終的に男性 822 人（回答率 73％）、女

性 823 人（回答率 74％）を分析対象とした。 

自宅内喫煙（週に 1度以上、自宅室内で喫

煙する）を目的変数、教育年数を説明変数、

周囲の予測喫煙率と周囲の喫煙容認度を媒介

変数、そして媒介変数に影響を与える変数と

して、同居家族の喫煙の有無と職場における

受動喫煙防止対策の有無を仮定した。そして、

年齢、婚姻状況、子どもの年齢、子どもの喘

息既往の有無を交絡変数として、M-plus を用

いて男女別に共分散構造分析を行い、以下の

2つの仮説を検証した。 

 

 父親母親ともに教育年数の短い親ほど自

宅内で喫煙をしており、その関連を、「周

囲の予測喫煙率」→「周囲の喫煙容認度」

が媒介する。 

 「周囲の予測喫煙率」と「周囲の喫煙容

認度」は、同居家族が喫煙していると正

の影響、また、受動喫煙防止対策がなさ

れている職場に勤務している（有職者に

限定）と負の影響を受ける。 

 

さらに媒介分析を行い、教育年数が短い親

ほど自宅内での喫煙が多いという関係を「周

囲の予測喫煙率」や「周囲の喫煙容認度」、あ

るいはそれらに影響を及ぼす環境要因が何％

説明するかを計算した。 

 

（倫理面への配慮） 

研究対象者に対して、研究の意義、目的・

方法、予想される結果、負担等を十分に説明

したうえで、自由意思による同意を得た者の

みを対象とした。未成年者である 10代の親は

選択基準から除外している。本研究は東京大

学医学部倫理委員会の承認を得てから実施し

た。 
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【結果】 

対象者の自宅内喫煙の割合は父親が

35.9％（295 名）、母親が 64.0％（527 名）で

あった。（表 1）仮説の通り、父親母親ともに

教育年数の短い親ほど自宅内で喫煙をしてお

り、「周囲の予測喫煙率」は、教育年数による

自宅内喫煙格差を父親は 29％、母親は 38％説

明していた。「周囲の喫煙容認度」は同様に

10％、26％説明していた。 

さらに 2つの喫煙規範は、父親においての

み同居家族の喫煙から正の影響を受け、有職

者の親に限定したモデルにおいても父親にお

いてのみ職場の受動喫煙防止対策から負の影

響を受けていた。 

 

2） 小児保健・医療領域における積極的予

防に関する系統的レビュー 

【方法】 

本年度で実施した系統的レビューは二つあ

り、学童期における行動変容を促す介入を学

校と学校以外の場所で実施されたものをそれ

ぞ れ 検 討 し た 。 Cochrane Database of 

Systematic Reviews および Campbell Library

を網羅的検索し、系統的レビューを二人のレ

ビューアーによりスクリーニングし、また、

AMSTAR チェックリストを用いて質を把握し

た。含める対象となる系統的レビューについ

て、学校で実施された介入の研究デザインは

RCT、もしくは Quasi-RCT のどちらか一方で、

学校以外の場所で実施された介入の研究デザ

インは特にこだわりがなかった。介入の対象

年齢層は 3～25歳であった。 

（検索式） 

<Cochrane> 

（child*:ti,ab or adolescent*:ti,ab or 

young*:ti,ab or infant*:ti,ab or 

student*:ti,ab or parent*:ti,ab or 

caregiver*:ti,ab）and（education*:ti,ab or 

program*:ti,ab or training*:ti,ab or 

communit*:ti,ab or famil*:ti,ab or home*: 

ti,ab or school*. ti,ab） 

<Campbell> 

（child* OR adolescent* OR young* OR  

infant* OR student* OR parent* OR  

caregiver*）and（education* OR program* OR 

training* OR communit* OR famil* OR home* 

OR school*） All text 

（倫理面への配慮） 

 本研究は系統的レビューのオーバービュー

レビューであるため、すでに出版されている

情報のみを利用するので、特に倫理面への配

慮が必要ないと考えられた。 

 

【結果】 

（1）学校で実施された介入の系統的レビュー

のオーバービューレビュー 

論文をスクリーニングした結果、たばこ、

薬物、傷害、身体活動、歯と口の健康、避妊、

暴力に対する学校で行われた介入に関する系

統的レビューを計 8本含めた。 

 

（2）学校以外の場所で実施された系統的レ

ビューのオーバービューレビュー  

論文をスクリーニングした結果、たばこ、

飲酒、薬物、非行、避妊、事故、環境に対す

る学校以外の場所で行われた介入に関する系

統的レビューを計 11 本含めた。 

 

C．考察 

 平成28年度に予定した3年計画の初年度の

研究計画はほぼ実施できた。 

 

1．母子保健情報利活用の推進のための

環境整備に関する研究 
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1） 母子保健情報利活用の推進のための環

境整備に関する経過報告 

本稿では、平成 27 年度から新たに開始され

た「健やか親子２１（第２次）」の推進のため、

本研究班では母子保健情報利活用の推進のた

めの環境整備についての検討会議、研修会を

実施し、その経過報告を行った。 

「健やか親子２１（第２次）」においては、

第１次計画に引き続き、さらなる情報の利活

用の促進のため、情報利活用の環境整備を強

化する必要性があった。今年度から、本研究

班は新体制となり、第 1 回目の班会議では、

「出生届出時から乳幼児健診の情報の入力シ

ステムの構築とモデル事業」「母子保健情報利

活用のためのガイドラインの作成」「母子保健

領域における予防、健康増進の視点からのデ

ータベースの構築とシステマティック・ビュ

ー」「『健やか親子２１（第２次）』に係る自治

体等の取り組みのデータベースの構築・運営」

の 4つの目的を示し、本研究班の方向性を示

した。 

「出生届出時から乳幼児健診の情報の入力

システムの構築とモデル事業」としては、福

岡県で特定妊婦の実態調査を行い、今後の母

子保健情報の利活用が可能となる体制整備の

一助とした。また、産科医療機関と地域との

情報共有については、前年度に産科医療機関

や自治体の方へのフォーカスグループインタ

ビューを行い、現状の問題点や課題を把握し

た。今年度はその結果を踏まえ、産科医療機

関と地域との情報共有体制の整備のため、大

阪、宮城、東京の 3か所でモデル調査を行う

ことをめざし、研究計画を立て、問診票の作

成や協力機関の調整等を進めた。来年度はモ

デル地区での調査実施を予定しており、その

結果が今後の産科医療機関と行政間の情報共

有の一助となると期待する。 

そして、母子保健に関するシステマティッ

ク・レビューや健康格差に関する検討も行っ

たことから、母子保健情報利活用のためのガ

イドラインの作成に向け、基盤が整いつつあ

ると考える。来年度以降、さらに研究を進め、

ガイドライン作成を進めていく。また、母子

保健情報利活用のための研修プログラムの作

成も進んでおり、母子保健情報利活用の環境

基盤の構築が促進できたと考えられる。 

 

2） 母子保健情報の収集と利活用に向けた

「乳幼児健診情報システム」の改修に

関する報告 

本研究班では、平成 27 年度に、使いやすさ

や汎用性を考慮し、自治体で一般的に使用さ

れているエクセル（Microsoft Excel）ソフト

を用いて、「乳幼児健診情報システム」（市区

町村版および都道府県）の開発およびマニュ

アルの作成、平成 27年度母子保健指導者養成

研修等事業における乳幼児健診情報システム

の研修会を行った。 

乳幼児健診必須問診項目は、「健やか親子２

１（第２次）」の指標をベースに乳幼児健診で

の必須項目として設定された 15 の指標およ

び下位項目で構成されている。これらは、個

の状況の把握や保健指導、さらにポピュレー

ションアプローチとしての健康教育として重

要であり、さらに問診結果の市区町村の集計

値を都道府県が把握し国に報告することによ

って、市区町村や都道府県、国の評価につな

げることを可能にするものである。 

これら情報の利活用の促進には、健診情報

の簡便な入力や集計、報告が可能なシステム

が必須であり、また安価に導入できる必要が

あった。そこで本研究班では、平成 27 年度に

市区町村版および都道府県版の「乳幼児健診

情報システム」を開発し無償で配布、研修会
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を実施した。本システムを使用することで、

各市町村が新たな入力システムを導入する必

要がなく、健診データの管理や市区町村・保

健所・都道府県・国の間で情報利活用が可能

となる利点を提供できた。 

 さらに、今年度は、平成 27年度母子保健指

導者養成研修等事業の研修会での質問・意見、

および問い合わせ内容を基に、「乳幼児健診情

報システム」の改修を行い、より各自治体に

おけるデータの利活用が促進されるような機

能の追加を目指した。今年度の追加機能であ

る、各自治体の各項目の年度推移グラフ作成

機能は、結果を経年的に可視化することで、

自治体自身の状況の変化を客観的に評価でき、

事業への取組の科学的根拠、また取り組みへ

の意欲を促進する一助となると考えられる。 

 平成 27 年度は本システムを使用して必須

問診項目の調査結果を国に報告する初の機会

であった。国への報告は今後も継続されるこ

とから、今後はより多くの自治体で本システ

ムを利用する可能性が考えられる。したがっ

て、今後も引き続き、システムのアップデー

トを行い、より利便性の向上を目指していく。

本システムが国への報告の利用のみに留まら

ず、各自治体の母子保健情報データの利活用

に広く活用されることを期待する。 

 

3） 「取り組みのデータベース」および「母

子保健・医療情報データベース」の展開 

（1）「取り組みのデータベース」の登録状況 

 平成 29年 3月 15 日現在で、「取り組みのデ

ータベース」への登録団体は 841 団体、登録

事業件数は 3,212 件と多くの事業登録がされ

ている。しかしながら、事業の登録状況には

都道府県で差があり、数百件の都道府県もあ

れば 1件という都道府県もある。 

団体登録の際に発行される通し番号を確認

すると、870 番台まで番号があるため、一度

登録した後、削除されている可能性が考えら

れる。削除の理由としては、登録を間違った

ということも考えられるが、他の理由として、

「健やか親子２１（第２次）」のホームページ

からダウンロード可能となっている「乳幼児

健診情報システム」のダウンロードと関係が

考えられる。「乳幼児健診情報システム」のダ

ウンロードには、「取り組みのデータベース」

登録時に各自治体に発行されるパスワードが

必要となる。そのため、一度登録し、「乳幼児

健診情報システム」をダウンロードした後、

登録情報を削除している可能性が考えられる。 

今後、さらに多くの団体や自治体から様々

な事業の登録が得られ、各団体・自治体がお

互いの情報を共有でき、その情報が各団体・

自治体の母子保健事業へ反映されるような機

会の場となるよう、また、より一層の関係者

の意識の向上や相互の連携強化、およびより

効果的な取組に資する母子保健情報の収集が

可能となるよう、「取り組みのデータベース」

へ事業を登録する意味や、「取り組みのデータ

ベース」が存在している意義、そしてその活

用方法についてホームページをはじめ、広く

周知していく必要があると考える。 

 

（2）「母子保健・医療情報データベース」の

運営状況 

 「母子保健・医療情報データベース」は、

「健やか親子２１（第２次）」のホームページ

から旧ホームページ内にある「母子保健・医

療情報データベース」にリンクするようにな

っている。本データベースは本年度も引き続

き一定のアクセスが得られており、今後も有

用な情報ツールであると考えられる。今後も

引き続き定期的に情報を更新していく予定で

ある。 
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4） 第 75 回日本公衆衛生学会学術総会 

自由集会～知ろう・語ろう・取り組も

う～一歩先行く 健やか親子２１（第

２次） 第 2回報告 

今回の自由集会は、「健やか親子２１（第２

次）」開始後、2回目の自由集会であった。第

1 部では、演者の問いかけに対し、自治体関

係者では自らの自治体の状況を振り返り、参

加者同士で様々な意見交換がなされていた。

また、大学関係者等、専門家からの意見も出

され、各母子保健関係者間で情報共有ができ、

大変有意義な場となった。 

今回の自由集会の内容が、今後、各地方自

治体で母子保健計画が策定される際や、更な

る母子保健事業の推進の一助となることを期

待する。 

 

5） 母子保健情報利活用における自治体のロ

ーカル・キャパシティ分析と地域の実情

に合わせた研修開発に関する研究 

以上から、人口規模や出生数等、自治体の

基盤によってインフラの整備や利活用への取

り組みに地域格差があることが明らかになっ

た。また、自治体規模が小さな市町村におい

て母子保健情報利活用の啓発と研修を進める

ために母子保健情報をまとめている自治体の

先進事例を集め、その自治体がどのようなワ

ークフローで情報収集と発信を自動化してい

るのか、自治体規模に合わせて応用・展開可

能な方法を分析していくことも可能ではない

かと考える。 

今後は、自治体の特性や規模を勘案し、

データの利活用に関する地域の実情を加味

したきめ細やかなサポートが出来るような

研修開発を目指したい。 

 

2. 特定妊婦への支援に関する医療機

関と行政機関との連携に関する研

究 

 

1） 要支援妊婦の抽出を目的とした医療機

関における「問診票を用いた情報の把

握」および行政機関との連携方法の開

発 

シンポジウムの結果、以下の 3点が明らか

となった。 

（1）要支援妊婦を含むハイリスク母児への早

期支援にあたって、行政と関係機関との

有機的な連携を推し進めていくことが必

須である。その際、異職種間での共通言

語による情報共有が確実にできるコーデ

ィネーターが必要であろう。 

（2）早期からの支援が開始できるためには、

各関係機関では子育て支援サービスにつ

いてさまざまな取組を継続して行く。さ

らに、「子育て世代包括支援センター」が

核となって、その地域内に住むすべての

親子を、誰もが「我が事」のように考え

られるような「外に開かれた」枠組みを

作ることで、「健やか親子」を地域で育ん

でいくことにもつながる。 

（3）ハイリスク母児の抽出および適切なケア

の実施のために、助産師の能力の差によ

る格差のない「意思決定や状況判断を伴

う」指導スキルの向上が重要である。そ

のためには、教育プログラム構築やガイ

ドライン作成を行ないつつ、保健指導の

充実に繋げることが必要である。 

 

今回開発したツールは 1・3を実践するもの

である。次年度の成果に期待したい。 

 

2） 特定妊婦の実態調査とその出生児の転

帰に関する研究 
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本調査研究の目的は、健やか親子２１（第

２次）の目標課題である「切れ目ない妊産婦・

乳幼児への保健対策」、「妊娠期からの児童虐

待防止対策」を推進するために、特定妊婦の

実態調査をおこない母子保健情報を有効に活

用することを検討した。特定妊婦の判断基準

や目安が一定していない中、当該地区では調

査期間中に確認された特定妊婦の率は総出産

の 20％と高率であった。また、別対象群であ

るが社会的養護が必要であった子ども 13 人

中 11人が特定妊婦から出生していた。母子保

健情報を後の子育て支援に有益に活用するこ

とが重要と考えられた。 

 当該地区での特定妊婦の発生率は総出産の

20％と非常に高率であった。全国規模での特

定妊婦の発生率に関する調査研究はほとんど

ない。利部ら 4）が行った調査では 1 年間に

総分娩件数 194 件のうち、特定妊婦の要件で

ある 10 代若年妊娠が 7例（3.6％）、精神疾患

合併妊婦が 10 例（5.1％）、出産時未入籍が

11 例（5.6％）であった。総出産に対する特

定妊婦の発生率の記述は不明（記述なし）だ

が、各特定妊婦要件の率については我々の調

査結果と同じであった。多胎数や若年妊娠例

や妊健未受診などは客観的数字として計算さ

れるため、調査地区間での比較ができるが、

経済的困窮や妊娠葛藤などは主観的な評価も

加わるため、調査地区によって開きがでてく

るものと思われる。周産期死亡率や母乳栄養

を実施している率、妊婦の喫煙率などの母子

保健領域においても地域格差がでており、特

定妊婦発生率の地域格差を今後調査していく

うえでも特定妊婦の明確な基準が必要と思わ

れる。 

医療ソーシャルワーカー（medical social 

worker MSW）が介入した例が客観的な特定妊

婦実態数を反映する可能性もある。利部ら 5）

の報告ではMSWが介入した件数は194件中18

例（9.3％）で、我々の調査と同等（1,355 件

中 158 例、総出産数の 11.7％）であった。し

かし、木脇 4）らの報告では 1,121 例中 29 件

（2.6％）と少なく、地域資源のマンパワーの

違いなどを考慮すると、介入数が特定妊婦実

態数を必ずしも反映するとは限らない可能性

がある。しかしながらこれらの調査から全妊

娠の 5～10％が特定妊婦の要件を満たすもの

と推測される。光田ら 1）は特定妊婦に限定

せず子育てに困難が懸念され、出産直後から

子育支援を要する妊婦は全妊婦の 10～15％

ではないかと推測している。限られた人的資

源を有効に活用するためにもこれら 10％前

後の妊娠出産からさらに要支援ケースを絞り

込む施策が必要と思われる。 

 7 つの特定妊婦要件を重複して有している

妊婦も少なくない。木脇らの報告では 29例の

特定妊婦のうち 2つまたは 3つの要件を満た

す症例が各々30％前後認めていた。我々の

265 例の特定妊婦では経済的困窮が最も多く、

それ以外にも要件を重複している症例を多く

認めた（現在詳細な内容について解析中）。た

だし、いくつの特定妊婦要件を満たすかと、

母子の健康指標のアウトカムの相関に関する

調査研究の報告はなく、今後、要支援ケース

を絞り込む施策として、どの特定妊婦要件が

アウトカムへの重みづけとして影響力がある

のか検討していく必要がある。その際に検討

すべき事項として、母子のアウトカム指標を

どこに設定するかが重要になる。MSW 介入群

と非介入群、社会的養護が実施された群と実

施されなかった群、または 1年後の児童の発

育発達指数の比較などが指標として重要かも

しれない。特定妊婦要件とアウトカムの関連

を導き出すために前方視的な観察が必要であ

り、母子保健情報の有効的な利活用が重要に
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なると思われる。 

 今回調査では特定妊婦から出生した児の介

入（NICU 入院、院内虐待防止委員会介入、児

童相談所介入、乳児院入所）数も検討したが、

観察期間が短いために、特定妊婦要件との関

連の解析までは至っていない。特定妊婦から

出生した児が、社会的養護の対象になること

が多いのか知る目的で調査期間中に A 病院で

社会的擁護をおこなった児童についても特定

妊婦からの出生有無を調べたところ、社会的

養護の措置がなされた 13例中 11 例が特定妊

婦からの出生であった。特定妊婦の同定が重

要であると思われる、一方で、同時期にまた

行政との情報共有・支援を行ったにも関わら

ず虐待（マルトリートメント）が疑われる不

審な児の死亡症例があり、支援のあり方も再

考していく必要があると思われた。今後は特

定妊婦ではない症例（対照群）の転帰との比

較や、全国的な特定妊婦の調査が必要と思わ

れた。 

 

3） 母子保健情報システムの構築と地域モ

デル研究 

宮城県内産科医療機関を対象とした母子保

健との連携状況調査においては、医療施設の

種別により、大きな相違が認められた。すな

わち、分娩取り扱い施設においては、保健師

との連携体制は比較的構築されているが、外

来のみの診療所、助産所では、連携が不十分

であることが、浮き彫りとなった。来年度以

降、母子保健情報共有フローのモデル事業を

宮城県で実施するにあたり、連携の取れてい

ない施設を重点的に選択して、事業の実施に

関する実務的内容を詰めていく予定である。

また、宮城県内全市町村から回収することが

できた調査票については、母子保健情報の収

集内容・方法等について、地域格差や市町村

規模との関連などを精緻に統計解析し、地域

ごとの課題を抽出すると共に、医療機関と行

政間の情報共有の仕組み作りの基礎資料を作

成する。 

 これらの医療機関、市町村双方からの調

査・モデル事業の実施により、地域における

母子保健情報共有フローを実装することを目

指すことが重要である。 

 

4） 日本における産後ケアの実施状況に関

する研究 

日本においては、かつての出産習俗の中で、

出産した女性を特別にケアする文化的仕組み

があったことが文献で確認された。しかし、

それは女性を敬うという意味ではなく、穢れ

として隔離するという意味であった。その後、

出産が安全性を重視し、医療機関へ移行する

とともに、産後の文化も失われつつある。こ

の流れの中で、現代の日本においては、産褥

期を大事に過ごすという義務的な概念がなく

なり、産後の女性自身も、産後にケアを受け

ることが大切であるという意識が薄くなって

いっているのではないかと考えられた。妊

娠・出産が生活の中に根差していた時代とは

違い、産後の自分の心身の変化を予測するこ

とが難しく、また出産が終わればその後は医

療的には健康と判断されるためであることも

関与しているであろう。女性たちは心身の回

復や母親としての自信、親子関係の構築のた

めに必要なケアを、以前に比べ受けられなく

なっており、不安を抱えて産後を過ごしてい

る可能性が高まっていると考えられる。 

家族によって提供されてきた産後ケアが受

けられないのであれば、社会的に産後ケアを

提供する必要があり、現在産後ケアが行政施

策として普及されていくことは望ましいこと

である。これまでの歴史や文化的な観点から
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も、産後ケアが十分提供されるようになれば、

女性は身体の回復のみならず、安心して産後

を過ごすことにより、余裕を持って育児を行

うことで良好な親子関係の基盤を築いていく

ことができると期待される。 

産後ケアに関するいくつかの調査報告から、

産後ケアとは、母親の身体的ケアと授乳の支

援を中心に、心理社会的な支援、家族間調整

など幅広い支援が実施され、利用者は休養や

受容される体験によって元気になっていくと

いった流れがあることが考えられる。しかし、

佐藤の言うように、全ての褥婦・母親に標準

化された方法で行われている身体的・精神的

ケアはなく、産後ケアとして定義づけられて

いないため、ケア提供者によって、産後ケア

の内容には差がある可能性がある。すなわち、

産後ケアといったときに、誰もが同じケア内

容をイメージできないのが日本の現状である

と考えられる。そのため、ケアの効果も一律

に評価できる状況になっていないといえる。 

産後ケア事業の展開はまだ少ない状況では

あるが、先駆的に実施している市町村や事業

体からは、利用者からの肯定的な評価を得て

いることが報告され始めている。ヒアリング

を行った産後ケア施設においても同様の利用

者の反応が確認されていた。 

さらに、ヒアリングからは、産後ケア事業を

通して、市町村保健師と産後ケア施設の助産

師の間に顔の見える関係ができ、情報共有に

役立っている、助産師どうしの連携も強化さ

れたということが語られ、他職種連携や医療

と保健の連携へのきっかけになる可能性が示

唆された。 

今後、産後ケアの取り組みによる効果につ

いては検証していく必要があり、今後の課題

である。また、市町村事業として展開してい

くにあたって、うまくいっている事例の紹介

や今後の課題についても検討していく必要が

ある。 

 

5） 乳幼児健康診査事業の評価指標データ

の利活用に関する研究 

乳幼児健診の疾病スクリーニングに対する

精度管理には、（1）判定の標準化（ばらつき

の有無を確認）、（2）標準的な指標の活用（フ

ォローアップ率・陽性的中率・発見率）、（3）

見逃しケースの把握体制の構築、（4）精度管

理結果の健診医へのフィードバック、（5）保

健所や都道府県の積極的な関与が必要である

と提言に示されている。「健やか親子２１（第

２次）」における乳幼児健診の評価に関する評

価指標（A-16）も、この考え方に基づいてい

る。 

3～4 か月児健診の股関節開排制限に対す

る精度管理を、この評価指標等を用いて検討

した。 

 

（1）判定頻度のばらつき 

これまでの検討でも、3～4 か月児健診の股

関節開排制限は、市町村間で大きな判定頻度

の差異を認めていた。 

 判定頻度が高く、「所見あり」の判定数も最

多の M市においては、平成 25年度から判定方

法を見直し、「所見あり」の頻度が、平成 25

年度 8.2％、26 年度 8.3％、27 年度 6.6％と

なっていた（平成 24 年度 0.2％）。同市の現

在の問診票には、「股の開きが悪いと感じるこ

とはありますか」「オムツを換えたり、抱っこ

するときに足のつけねに音がすることがあり

ますか」の設問、ならびに股関節疾患の家族

歴を尋ねる項目を用いている（表 3）。4か月

児健診の担当医は数名の固定メンバーで、股

関節開排制限の判定にあたっては家族歴を重

視し、女児・秋冬生まれを参考にして判定し



 

- 33 - 
 

ている。また、要紹介ケースの受診医療機関

も 2施設に固定し、十分な情報共有を行って

いる。 

 また、C2市においても同様に判定には問診

が活用されており、股関節開排制限の所見に

加え、親族で股関節脱臼のいる児は整形外科

に紹介状を書くなど問診の内容を加味するこ

とで、精密検査対象例が多くなっている。日

本小児整形外科学会からは「下肢の動きと肢

位に注目し、向き癖の反対側の開排制限や鼠

径皮膚溝の非対称を必ずチェックする。開排

制限その他、大腿または鼠径皮膚溝非対称、

女児、家族歴、骨盤位の 4項目のうち 2項目

以上ある例や保護者の精査希望があれば二次

検診に紹介する」との基準 2）が示されている。

この「乳児股関節二次検診への紹介基準」を

用いた場合に紹介率は10～15％となる 3）とい

う。愛知県のデータでは、「所見あり」の市町

村平均は、2％前後に推移しており、ほとんど

の市町村では過小評価につながるリスクがあ

る。 

 ただ、10％以上を医療機関受診対象とする

ためには、二次医療も含めた地域の体制整備

が必要である 4）。市町村や都道府県などと連

携し、精度管理の標準化、二次医療機関等の

フォローアップ体制の再構築などを目的とし

た地域医師会レベルでの研修会などが必要で

ある。 

 昨年度の分担研究では、3～4か月児健康診

査の医師の判定項目について、平成 24 年度～

26 年度の 3 年間の経年変化から、定頚、股関

節開排制限の判定の頻度に、標準化に向かう

傾向が確認された 5）。その理由として県や保

健所では市町村と毎年度集計データを協議す

る会議や情報共有を行っており、県・保健所

と市町村が連携した母子保健情報の利活用が、

乳幼児健診の課題の解決に有効な手段となる

可能性が示された。 

 

（2）数値指標を用いた精度管理 

「提言」では、乳幼児健診の疾病スクリー

ニングに対する精度管理は、優先度を決めて

個々の疾病ごとに行い、判定の標準化および

十分なフォローアップ率を確保し、発見率と

陽性的中率を用いるとしている。 

今回の分析結果から、これらの指標の活用

について考察を加えた。 

 

ア）フォローアップ率 

フォローアップ率は、フォローアップ対象

者を一定期間フォローアップした後に、その

状況を確認した割合と定義されている。「スク

リーニング対象者に占めるフォローアップの

対象者数の割合」との区別に留意する必要が

ある。 

フォローアップ率の目標値は 100％である。

フォローアップ率が低い場合には、精度管理

データの信頼性は低くなる。今回の検討では、

51市町村中34か所がフォローアップ率100％

であり、また 80％未満が 4カ所と少数であっ

たことから、3～4か月児健診の股関節開排制

限に対するフォローアップ率は、おおむね良

好であった。しかし、同時に実施した 3歳児

健診の聴覚検査に対するフォローアップ率は、

県平均で 63％、100％から 0％まで市町村によ

る違いも大きい状況であった。その理由はさ

まざまであろうが、フォローアップ率という

数値評価により、取り組むべき課題を可視化

することができる。 

 

イ）発見率 

発見率は、受診者数全体に対する「異常あ

り者」の割合である。乳幼児健診が 9割以上

の高い受診率を認めることから、発見率は地
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域の罹患率とほぼ同程度であると推定でき、

疾病ごとの基準値設定が可能となる。 

乳児股関節脱臼の発生頻度は、出生 1,000

人に対し 1～3人といわれ（日本小児整形外科

学会）、臼蓋形成不全等の頻度には諸説あるが、

少なくともその数倍以上が想定されている。

一方、今回集計したデータのうち、フォロー

アップ対象者数が最も多く、かつ「20:異常あ

り（健診で発見）」数も多い M 市の発見率が

0.91％であった。これらを根拠として、0.7％

～1.1％程度が、この地域の標準的な発見率で

あると推定した。ただし、この値は将来デー

タ数が集積されるに伴い、大きく修正される

可能性はあるので、あくまで暫定値である。 

 

標準的な発見率を推定することで、精度管

理データを次ように活用することができる。 

＜標準的な発見率より少ない場合＞ 

フォローアップ対象者数の割合が低い場合

には、3～4か月児健診で見逃されている可能

性があり、スクリーニング方法の検討を考慮

する。また、フォローアップ率が低い場合に

は、未把握者の理由を精査し、転居等やむを

得ない場合を除いては、改善に努める。 

＜標準的な発見率を大きく超える場合＞ 

医療機関の診断名を精査するとともに、

「20：異常あり（健診で発見）」数と「25：医

療機関経過観察」数を比較し、前者が極端に

少ない場合は、二次医療機関の診断の妥当性

を考慮する。 

＜出生数による補正＞ 

発生頻度から、出生数が 1,000 人より大き

く下回る町村では、数年間の合計値で評価す

べきである。ただし、数百名以上の出生であ

りながら発見率が単年度で 0％の場合には、

所見あり数の割合が極端に少なくないか、フ

ォローアップ率が不十分でないかなどを検討

し、前者の場合はスクリーニング方法の検討、

後者はフォローアップ方法の検討を考慮する。

なお、出生 100 人未満の場合は、発見率を用

いた評価は困難である。 

 

ウ）陽性的中率 

陽性的中率は、要紹介者数に対する「異常

あり者」の割合である。本来、疾病スクリー

ニングの精度管理には、感度・特異度が用い

られるべきである。しかし、乳幼児健診の対

象となる疾病については、その罹患頻度の地

域差がほぼ認められないこと、疾病ごとに感

度・特異度を算定することが現実的でないこ

とから、提言では陽性的中率を推奨している。 

陽性的中率は、スクリーニング効率の高さ

を示す。対象疾病とそのスクリーニング法に

より適正な値が異なる。複数の健康課題を取

り扱う乳幼児健診においては、スクリーニン

グ手法ごとに標準的な陽性的中率の目標値を

推定することができる。 

今回の分析において、標準的な発見率と推

定した市町は、15％～40％程度の陽性的中率

にあることから、現時点では、その範囲が妥

当な値と推定した。 

＜標準的な陽性的中率を大きく超える場合＞ 

スクリーニング方法の効率性から陽性的中

率も高値であることが望ましいが、高すぎる

値は見逃し例のリスクがある。今回、陽性的

中率が 100％であった市町は、出生数が比較

的少ない市町であり、今後のデータ集計によ

る評価が必要と考えられた。 

股関節開排制限の判定の手法は市町間で異

なっており、標準的な発見率のもとで、陽性

的中率を高められる乳幼児健診手法の検討に

つなげたい。 

 

エ）「異常あり者」の定義の課題 
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市町村が「異常あり」と判定したケースに

はさまざまな状況があったことから、個々の

診断名等の記述によって再判定し、「20：異常

あり（健診で発見）」、「25：医療機関経過観察」

および「21：異常あり（健診以前に発見）」等

の評価分類を設定した。3～4 か月児健診にお

けるスクリーニング判定の精度管理を行うこ

とに視点を置いて、前 2者を「異常あり者」

と便宜上定義した。 

股関節脱臼や亜脱臼、臼蓋形成不全の診断

名が明記されていた「20：異常あり（健診で

発見）」が 68例であったの対し、「25：医療機

関経過観察」と判定したのは 91例と 1.5 倍程

度となった。「25：医療機関経過観察」と再判

定したものには、「病院で経過観察」「開排制

限にて経過観察」「要観察」などさまざまな記

述があり、その理由として二次医療機関の診

断精度が標準化されていないことが推測され

た。さらに、専門医療機関においては、（軽度

の）開排制限は認めても股関節は正常と診断

した場合に、保険診療上の病名として「股関

節開排制限」と記述する場合（「15：異常なし

（開排制限あり）」に再判定）もあり、後方視

的に再判定することの妥当性には限界がある

と考えられた。適切な精度管理のためには、

二次医療機関の診断精度の向上とともに、「異

常あり者」の定義を明確にした情報収集が必

要である。 

また、標準的な発見率を地域の罹患率と比

較する場合には、健診以前に発見（診断）さ

れていたケースは見過ごせない。県全体では

「20：異常あり（健診で発見）」68例、「25：

医療機関経過観察」91 例に対して、「21：異

常あり（健診以前に発見）」は 49 例（208 例

中 23.6％）であった。標準的な発見率を推定

するために参考とした M市では、「20：異常あ

り（健診で発見）」28 例、「25：医療機関経過

観察」1例に対して、「21：異常あり（健診以

前に発見）」は 18例（48例中 37.5％）と比較

的多く認められた。これを「異常あり者」に

含めて再計算するとM市の発見率は1.45％と

なる。 

陽性的中率の算定において「21：異常あり

（健診以前に発見）」を「異常あり者」に含め

ることは、スクリーニング手法の評価におい

ては、解釈の混乱を招く可能性がある。しか

し発見率と陽性的中率で、別々の「異常あり

者」を定義することも、また、集計の煩雑さ

など課題がある。ただ、乳幼児健診で把握さ

れる健康課題には、股関節開排制限に限らず

健診以前に把握される場合が少なくない。乳

幼児健診の精度管理においては不可避な課題

であり、今後、モデル地域におけるデータ集

積や他の健康課題に対する分析を踏まえて検

討する必要がある。 

 

6） すべての子どもを対象とした要支援情

報の把握と一元化に関する研究 

（1）特定妊婦への支援度判定の客観化 

要支援児童に対する支援度は、担当する保

健師によってその評価が異なり、対応も変化

する。今回の研究では特定妊婦に対する支援

度を、特定妊婦項目にポイントを付与し、量

的な評価を行うことを試みた。このポイント

は、嘉麻市の母子保健担当の保健師が協議し

た上で決定したものである。まず、特定妊婦

項目を単純に加算して集計をしたが、支援を

要するにもかかわらず、合計点が低く抑えら

れるケースがあったため項目にポイントを割

り振り、重み付けをした。例えば、項目の「若

年」は、全出生における 20 歳未満の若年妊娠

の割合が全国平均で 1％台であるところ、嘉

麻市では平成 27 年度は 5.4％と高く、保健師

が介入する機会が多いため、10点と高いポイ
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ントがついている。嘉麻市の母子保健を取り

巻く現状を表したものと考える。支援度判定

は区分 1が 26.8％、区分 2が 27.6％、区分 3

が 21.9％、区分 4が 23.7％という結果であっ

たが、保健師や他の機関が継続的に介入を必

要とする区分 3～4 が 45.6％と約半数を占め

るに至った。これは高い割合であり、ポイン

トの合計点による区分判定がオーバートリア

ージになっている可能性はあるが、保健師ら

からの聞き取りによれば、驚くほどの割合で

はないという意見もあり、実際の支援の判定

区分を用いた解析を進める必要がある。今回

の研究では、妊娠届から得られる特定妊婦項

目を用いて、全てのケースの支援度判定区分

を分類することが可能であった。しかし、限

界はポイントの重みづけの問題である。ポイ

ントの合計が実際の家族の動きや保健師の支

援内容を反映しているのか、検討しなければ

ならない。今後、実際の判定区分を従属変数、

特定妊婦項目を独立変数として重回帰分析を

行い、ポイントの重みを検討したい。 

 

（2）全ての子どもたちを対象とした支援を

切れ目なく行う仕組みの構築 

【目的】 

 適切な支援に必要な情報を一元管理して

運用する仕組みを構築する。 

 情報の管理・運用、支援計画の作成など

に必要な体制を検討する。 

 児童虐待リスクのある児童（要支援児童）、

発達障害児童、不登校児童など、支援度

が高い児童に対して、早期から適切な養

育、教育などの支援を提供する。 

 

【対象】 

嘉麻市で出生する全児童。 

【方法】 

嘉麻市に妊娠届が提出された全てのケース

について、今回の研究と同じ方法で判定区分

を行う。妊娠届より後の転入については、出

生届出時に妊娠届と同じ内容の聞き取りを行

う。転出ケースについては、転出先の担当課

に引き継ぐ。同様な判定区分の評価を、以下

の時期に行う（図 1）。乳幼児健診（1ヶ月、4

ヶ月、8 ヶ月、1 歳半、3 歳）、保育機関、小

中学校入学・卒業時、小中学校の各年度、医

療機関からの報告時。判定区分の 5段階評価

は、年代に応じて作成したチェックリストを

元に行う。乳幼児期には、乳幼児健診を利用

して評価を行う（嘉麻市は集団健診を実施）。

保育機関には、支援の対象となる事案が発生

した時に連絡をしてもらい、随時支援度判定

を行う。学童期には、各学校の養護教諭に入

学時、各年度の始まり、卒業時に支援度の評

価を行ってもらい、連絡してもらう。養護教

諭が使用する学校における支援度評価のため

のチェックリストを作成することも検討する。

医療機関には、全ての年代を通して、支援の

対象となる事案が発生した時に連絡をしても

らい、随時支援度判定を行う。管理する情報

が膨大にならないよう工夫が必要であり、具

体的には 5段階の判定区分のみをデータベー

スで一元管理することを考えている。支援度

の評価、情報の管理・運用、支援計画の作成、

他機関との調整など、児童の支援に必要な業

務を一括して行う体制が必要である。現在、

乳幼児期は母子保健担当の保健師（嘉麻市で

は健康課）、学童期は学校保健担当の養護教諭

（教育委員会）、医療機関とは健康課や社会福

祉課のように、担当課が多岐にわたる。子ど

もに関する全ての業務を一括した部署の設置

が望まれる。近年、子育て世代包括支援セン

ターを設置する自治体が増えているが、その

業務は母子保健の範疇を超えていない事例が
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多い。私たちはこのセンターが上記に示す業

務に適した機関であると考える。 

 

7） 市町村における母子保健対策の取組状

況に関する研究（都道府県別の観察） 

 27 項目の母子保健対策に関して取組を充

実させた市町村の頻度は項目によって異なり、

都道府県によっても管内市町村の取組状況に

差異が観察された。 

今回の観察の特徴として、全国市町村の

50％以上が取組を充実させた 6項目について、

取組を充実させた管内市町村の頻度が都道府

県によって幅があることが挙げられる。また

別の特徴としては、市町村の取組充実と都道

府県の取組充実が関連している項目が見いだ

されたことが挙げられる。全国で市町村の取

組充実の頻度が高かった「発達障害に関する

対策」と「産後うつ対策」は市町村の取組充

実と都道府県の取組充実との間に有意な関連

が観察されており、これらの母子保健対策は

市町村のみならず都道府県も取組を充実させ

ることで市町村での取組が充実していく可能

性が考えられる。平成 24年度地域保健総合推

進事業として実施された「地域保健の視点で

担う今後の保健所：母子保健活動の推進に関

する研究」では、都道府県・保健所と市町村

との連携に関する先駆的取組事例が報告され

ている。そのなかで、発達障害や産後うつ対

策に関しては、管内市町村全体で課題を共有

することや処遇困難事例の検討を行うことな

どによって都道府県や保健所が市町村との連

携や支援体制を構築するという事例が示され

ていた。課題共有や困難事例の検討は都道府

県や保健所にとって市町村との連携の構築や

市町村への支援を推進するための実効性の高

い手法のひとつと考えられることから、この

ような手法が市町村の取組を促進するきっか

けになり得るかもしれない。 

指定都市、特別区、中核市および保健所設

置市の取組充実頻度の観察では、指定都市に

おいて取組を充実させた項目が多いことが特

徴であった。指定都市においては、全国市町

村ではあまり充実させていなかった取組につ

いても充実させることができる体制を整えて

いることが推察される。 

今回の調査は横断研究であり、時間的な関

係が不明である。このことから、都道府県の

取組充実と市町村の取組充実の因果関係につ

いては述べることができない。しかし、先述

のように「産後うつ対策」など取組を充実さ

せた都道府県とそうでない都道府県では取組

を充実させた市町村の頻度に差がある課題に

ついては、都道府県の取組を充実させること

によって管内市町村の取組も充実していく可

能性があるかもしれない。 

 

3. 母子保健領域に関する研究および

システマティック・レビュー 

 

1） 社会環境と子ども健康についての研

究：受動喫煙防止対策における両親を

取り巻く社会規範や環境の影響につ

いて 

 本研究により「周囲の予測喫煙率」と「周

囲の喫煙容認度」という 2つの喫煙規範が、

教育年数の短い親ほど自宅内での喫煙が多い

という関係を媒介していることが明らかにな

った。 

教育年数や所得と喫煙には強い関連が知ら

れており、本研究結果から、教育年数が短く

喫煙している親の周囲にはそうでない親に比

べてより喫煙者が多く、自身の喫煙が周囲に

認められていると感じやすいため、より自宅

内で喫煙するというパスの存在が示唆された。 
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また父親においてのみ、2つの喫煙規範（「周

囲の予測喫煙率」「周囲の喫煙容認度」）が 2

つの環境要因、つまり同居家族の喫煙から正

の影響を受け、有職者の親に限定したモデル

においては職場の受動喫煙防止対策から負の

影響を受けていた。この影響の男女差は、喫

煙規範に影響を与える源の違いから説明でき

るかもしれない。つまり母親の喫煙規範は、

プライベートの友人、また喫煙する母親であ

ることに対するより広い世間からのスティグ

マなどからの影響をより強く受けており、今

回測定した家族および職場という 2つの環境

要因が喫煙規範に与える影響は、父親のみで

みられた可能性がある。 

 

2） 小児保健・医療領域における積極的予

防に関する系統的レビュー 

 本研究は学童期における行動変容を促す介

入の系統的レビューを網羅して、その有効性

を検討した。論文の質とエビデンスの質は

様々であり、介入の有効性もその種類と目的

によって異なるが、介入の多くは social 

competence、social influence 理論によって

デザインしたものである。介入のプロバイダ

ーは多様であり、学校の教育者をはじめ、医

療専門者、発達心理専門者を含む。良い有効

性を示した介入の特徴をまとめると、比較的

に長く継続して行う、多様な実施場所とプロ

バイダーが関わるものである。 

 現在、学校教育では、生活習慣やいじめ、

虐待など臨床以外の領域の問題が多い。この

現状に向けて、本研究では、教育現場への小

児科医の積極的な参加、また国及び地域レベ

ルで子どもの健康と発達に関わる色々な分野

の関係者を集めた包括的な話し合いの場の設

定が必要となることが示唆された。 

 

D．結論 

1. 母子保健情報利活用の推進のため

の環境整備に関する研究 

 

1） 母子保健情報利活用の推進のための

環境整備に関する経過報告 

今年度から、本研究班は新体制となり、第

1回目の班会議では、「出生届出時から乳幼児

健診の情報の入力システムの構築とモデル事

業」「母子保健情報利活用のためのガイドライ

ンの作成」「母子保健領域における予防、健康

増進の視点からのデータベースの構築とシス

テマティック・ビュー」「『健やか親子２１（第

２次）』に係る自治体等の取り組みのデータベ

ースの構築・運営」の 4つの計画を示し、本

研究班の方向性を示した。この 4つの計画を

達成するため、研究分担者が各々研究を進め

た。 

「出生届出時から乳幼児健診の情報の入力

システムの構築とモデル事業」としては、福

岡県で特定妊婦の実態調査を行った。また、

産科医療機関と地域との情報共有体制の整備

のため、大阪、宮城、東京の 3か所でモデル

調査を行うことをめざし、研究計画を立て、

問診票の作成や協力機関の調整等を進めた。

来年度はモデル地区での調査実施を予定して

おり、その結果が今後の産科医療機関と行政

間の情報共有の一助となると期待する。 

そして、母子保健に関するシステマティッ

ク・レビューや健康格差に関する検討から、

母子保健情報利活用のためのガイドラインの

作成に向け、基盤作成を行った。来年度以降

は、ガイドライン作成を進めていく。また、

母子保健情報利活用のための研修プログラム

の作成も進んでおり、母子保健情報利活用の

環境基盤の構築が促進できたと考えられる。 
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2） 母子保健情報の収集と利活用に向けた

「乳幼児健診情報システム」の改修に

関する報告 

 今年度は、昨年度に作成した「乳幼児健診

情報システム」の改修を行った。改修点は、2

項目の選択肢の変更と、4 つの新たな機能の

追加である。今後、本システムがより多くの

自治体の母子保健情報データ利活用の一助と

なることを期待する。 

 

3） 「取り組みのデータベース」および「母

子保健・医療情報データベース」の展

開 

 「健やか親子２１（第２次）」が始まり 2

年が経過した。ホームページの運営は株式会

社小学館集英社プロダクションへ移行された

が、「取り組みのデータベース」と「母子保健・

医療情報データベース」については、引き続

き、本研究班が運営を行っている。「取り組み

のデータベース」には全国から数多くの母子

保健事業情報が登録され、情報共有の場とし

ての役割も果たしていると考えられる。しか

し一方で、より一層、本データベースの意義

および活用方法を全国に周知していく必要が

あると考える。また、「母子保健・医療情報デ

ータベース」に関しては、第１次から継続的

に専門的な情報の発信を行っており、一定の

アクセス数もあることから、母子保健関係者

への情報提供の重要な場となっていると考え

られる。今後も継続して更新を行っていく。 

 

4） 第 75 回日本公衆衛生学会学術総会 

自由集会～知ろう・語ろう・取り組も

う～一歩先行く 健やか親子２１（第

２次） 第 2回報告 

 今年度の自由集会は、第 1 部「母子保健計

画の位置づけと策定方法」、第 2部「市区町村

母子保健計画の実例と乳幼児健診情報システ

ムの紹介」、そして第 3部では質疑応答と、3

部構成で実施した。第 1部では、母子保健計

画を立てる意味や必要性、そして作成過程で

大切な考え方や方法を講演した。第 2部では、

実際に母子保健計画を作成した自治体の例を、

2 つのパターンで紹介した。そして、第 3 部

の質疑応答では、自治体の方や大学関係者等、

各母子保健関係者間の情報共有、意見交換が

行われ、有意義な会となった。今後も、継続

的に開催していきたい。 

 

5） 母子保健情報利活用における自治体の

ローカル・キャパシティ分析と地域の

実情に合わせた研修開発に関する研究 

今回、地域の健康課題を明らかにしたうえ

で人材育成事業の立案と展開を行い、研修を

効果的に実施して行くことができるような自

治体の類型化と、カテゴリー別のアプローチ

について考察を行った。本研究では、どの自

治体においても利活用できるような「健やか

親子２１」のデータ活用の方法を追求した。

自治体規模に応じてインフラ整備に地域格差

があることが明らかになったため、今後は、

自治体の持つ資源やインフラ等、ローカル・

キャパシティを考慮した研修開発が必要であ

る。 

 

2. 特定妊婦への支援に関する医療機

関と行政機関との連携に関する研

究 

 

1） 要支援妊婦の抽出を目的とした医療機

関における「問診票を用いた情報の把

握」および行政機関との連携方法の開

発 

様々な医療機関、行政機関でハイリスク母
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児への対応は進んではいるものの、マンパワ

ーの問題等によりまだまだ不十分な状況であ

る。今回の研究で、医療機関における保健指

導の際にハイリスク母児の抽出に利用できる

問診票とチェックリストを提案し、モデルと

なる医療機関、行政機関で実施する。点数化

の妥当性、行政機関への連絡を要する点数に

ついて検討し、ゆくゆくこのツールの全国展

開を目指す。そのためには、地域ごと、医療

機関の体制に合わせた変更が必要であると考

えらえる。したがって、モデルとなる医療機

関、行政機関を数選択し、その中には、すで

にハイリスク母児の対応、行政機関との連携

を行っている施設および現状不十分である施

設の 2つのパターンを設定する。最終的な目

標は、開発したツールを、全国に展開し、妊

娠期から支援の必要な妊婦を有効に抽出し、

妊娠中から行政機関と共同して支援に当たる

ことで、特に 0 歳、0 か月の子供虐待、産褥

期の母親の自殺や心中を減らすことである。 

 

2） 特定妊婦の実態調査とその出生児の転

帰に関する研究 

今回の調査研究の検討では特定妊婦は経済

的困窮をはじめ、養育上の問題を多く抱えて

いた。特定妊婦の要件と子育て支援との関連

を今後検討し、母子保健情報を子育て支援に

有益に活用していく必要があると思われた。 

 

3） 母子保健情報システムの構築と地域モ

デル研究 

 医療機関の種別により、母子保健情報の共

有体制が大きく異なることが示された。今後、

市町村側の調査と合わせて、汎用性の高い共

有フローを構築することが求められる。 

 

4） 日本における産後ケアの実施状況に関

する研究 

本研究では、日本における産後ケアの実施

状況と産後ケアの今後の課題を明確化するた

めに、現在までに実施されている産後ケアの

調査や研究報告を整理し考察した。 

また、今後の調査フィールドの確保を目指

し、調査準備として、近年新たに誕生した産

後ケア施設に対し、実施状況のヒアリングを

行った。 

文献から、日本には、全ての褥婦・母親に

標準化された方法で行われている身体的・精

神的ケアはなく、産後ケアとして定義づけは

なされていないものの、実態調査等から、母

親の身体的ケアと授乳の支援を中心に、心理

社会的な支援、家族間調整など幅広い支援が

実施され、利用者は休養や受容される体験に

よって元気になっていくといった流れがある

ことは考えられた。 

ヒアリングから、産後ケア提供者である助

産師は、利用者からの肯定的な評価を得てお

り、産後ケア施設が母親たちの安心感につな

がっているという手ごたえを感じていること

が明らかになった。また、産後ケア事業の実

施により、他職種連携や医療と保健の連携の

きっかけになることが示唆された。 

しかし、産後ケア事業の展開はまだ少な

いため、今後も引き続き、産後ケアの取り

組みによる効果については検証していく必

要があると考えられる。 

 

5） 乳幼児健康診査事業の評価指標データ

の利活用に関する研究 

標準的な乳幼児健診モデルを検討している

研究班から示された疾病スクリーニングの精

度管理の評価指標「フォローアップ率」、「発

見率」および「陽性的中率」の利活用につい

て検討した。 
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対象 51 市町村の 3～4 か月児健診を受診し

た 40,583 人中、股関節開排制限に「所見あり」

と報告されたのは 856 人（2.1％）であり、こ

のうち医療機関紹介となった 722 例をフォロ

ーアップ対象例として分析した。フォローア

ップ率は全体で 95.8％と評価に耐えうるデ

ータであった。 

発見率と陽性的中率の分析においては、

集計データに基づいて、標準的な発見率と

陽性的中率を推定した。その値との比較か

ら各市町村の状況を分析する考え方を提示

することができた。指標の一般化にあたっ

ては、「異常あり者」をどのように定義する

のか等の課題も明確となり、今後、モデル

地域におけるデータ集積や他の健康課題に

対する分析を踏まえて検討する必要がある。 

 

6） すべての子どもを対象とした要支援

情報の把握と一元化に関する研究 

妊娠届を基にした特定妊婦項目リストを

用いて、妊娠中に支援度を判定する試みを

行った。今後、実際の判定区分を従属変数、

特定妊婦項目を独立変数として重回帰分析

を行い、ポイントの重みを検討する。将来

的には、支援度判定を全ての年代の児童に

対して行い、支援度が高い児童に対して、

早期から適切な養育、教育などの支援を提

供することが目標である。 

 

7） 市町村における母子保健対策の取組

状況に関する研究（都道府県別の観

察） 

 管内の市町村がどのような母子保健対策を

充実させたかについては都道府県によって差

異があった。また、母子保健対策の項目によ

っては市町村の取組の充実と都道府県の取組

の充実が関連していたことから、都道府県が

取組を充実させることで市町村の取組状況に

影響を与える可能性が示唆された。母子保健

対策に関する市町村の取組状況を把握するこ

とは、都道府県が市町村に対してどの分野を

重点的に支援すべきかを検討するための基礎

資料となり、「健やか親子２１（第２次）」に

おいて都道府県や県型保健所の役割として示

されている市町村との連携強化や協力・支援

の充実を図ることに寄与するものと考えられ

る。 

 

3. 母子保健領域に関する研究および

システマティック・レビュー 

 

1） 社会環境と子ども健康についての研

究：受動喫煙防止対策における両親を

取り巻く社会規範や環境の影響につ

いて 

 現在喫煙している親のうち、教育年数の短

い親ほど自宅内での喫煙が多いという関係を、

「周囲の予測喫煙率」と「周囲の喫煙容認度」

がそれぞれ父親は 28.5％、9.8％、母親は

37.6％、26.6％媒介していた。さらに、父親

においてのみ、同居家族の喫煙および職場に

おける受動喫煙防止対策が教育年数と予測喫

煙率および喫煙容認度との関係を媒介し、影

響を与えていた。 

従って、社会経済的に不利な立場におか

れている父親に対する同居家族も巻き込ん

だ世帯単位での家庭内禁煙実施の支援や、

ブルーカラーの職場における受動喫煙対策

支援などが、こうした親たちの自宅内喫煙

率を低下させ、ひいては、乳幼児の受動喫

煙格差を縮小させる可能性が示唆される。 

 

2） 小児保健・医療領域における積極的予

防に関する系統的レビュー 
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 本研究はこれまでのエビデンスを網羅して、

関連介入の在り方と有効性を検討した。子ど

もの健康と発達に向ける包括的なアプローチ

と多職種の連携は今後の政策の方向性の一つ

となる。 
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